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   日程第１        会議録署名議員の指名について 

   日程第２        一般質問 

１１．会議に付した議案の題目及びその結果 

          一般質問 
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            午前 ９時３０分  開 議 

○議長（難波武志君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 定足数に達していますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、２番、加

藤高志君、３番、山本洋平君を指名します。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第２、一般質問を行います。 

 質問時間は、一括質問、一問一答質問、いずれも３０分以内とします。残り時間は３分

前にベルを鳴らしてお知らせします。なお、一括質問につきましては、再々質問までとな

っています。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 議席番号１番の日本共産党の日名です。くじ引の結果、偶然にも今回１番になりまし

た。だからというわけじゃありませんが、よろしくお願いします。 

 早速、通告に基づいて質問を行いますが１番目に取り上げましたデジタル田園健康特区

構想事業については、今回吉備中央町デジタルトランスフォーメーションＤＸ基本方針素

案、これをもう一度目を通し直したことと、それから今議会にも個人情報条例の本町の条

例の廃止というんですか、そういった一方で、国の個人情報の保護に関する法律につい

て、かなり分厚いんですが、一通り目を通しながら、これはと思うことも頭に置きながら

質問をさせてもらうと思います。 

 その中で、幅広い中でこの特区事業の財源、交付金の出入り等については、もう既に上

程済みの令和４年度一般会計補正予算（案）、５年度の一般会計予算（案）の審議時にも
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可能な限り、取扱いをしていきたいなと思っています。そういう中で、国土の６割を占め

る中山間地を含む地域課題の解決を目指したデジタル田園特区構想指定事業は、今年度

８月以来、体制も整ってきました。段階的に年度内には実装化も進み、来年度の５年度は

いよいよ本格運用の段階に入る、このように報告を繰り返し聞かせてもらってます。特に

３月２日のデジタル特別委員会等でそのことをお聞きしてきたところですが、今進んでい

る実装化の過程、初期段階ですけれども、住民の中での評価はいま一歩かと思われる節が

あります。せっかく、この事業、相当な交付金がつぎ込まれていますし、相当な成果も期

待されるところでもありますので、これまでの事業展開に気がかりな点も指摘しながら、

質問を進めていきたいと思います。 

 まず、本事業は、情報の集積のデータ基盤を基に産学共同、企業、岡大がＡＩを駆使し

て開発したサービスを住民が享受する、こういう構造になってるかと思います。

２０２３年、令和５年の３．２、この前、デジタル化特別委員会の報告では、タイプ１、

タイプ３ともに、そのサービスが実装化が進行していること、関係住民、子育て世代に、

また地域住民にも少しずつ目に見える形になり始めているというふうに思いますが、この

段階で、先ほども触れましたように、初期段階とはいえ、実現しようとしているサービス

が住民要求とマッチしているのかどうか気になるところがありますので、まずその点を指

摘しながら、どう体制を強化していくべきかという点を、少し提起させていただこうと思

います。 

 特に、先行して住民の中で目に見える形で進んでいるのは、何といっても新山のモデル

地区のことが挙げられると思います。そこでの、先ほども言いましたように、若干の食い

違い、ちぐはぐというのは、実は、私偶然にも家の周りで老人の電動車椅子を使ってて転

んだケース、これも舗装した一定の道なんですが、町道なんですが、斜面が縦じゃなくて

横の斜面、カーブの、そこに引っかかって転んだというのもありました。 

 それから、これは新山地区では粟井谷であったことなんですが、門、坂降りてくる途中

か、上がっておられる途中かちょっと分かりませんが、やっぱし転んで下の畑に落ち、ち

ょうど、僕はその直後にそこを通りかかって、あれっと思いながら見たら、乗っておられ

る人がおらない、ぴこぴこ赤いランプがついているだけ、気になって、おうちへお伺いし

たら、もう胸が痛いというんで休まれてた。ひょっとしたらという、僕の直感でしたけど

も、あんまり痛そうだったんで骨折でもしてないかなあと思いながら連絡を取ったりし

て、リハのほうへ行かれました。やっぱし肋骨が骨折してたというふうなことに出会いま
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した。ですから、軽自動車に乗って道を走ってる際には安心して、ほとんどそういうこと

はもう気にならないぐらいのところでも、電動椅子というふうなのは、そんなことにもう

出遭わざるを得ない、そういうことなんだなというのを改めて思いました。 

 そういった意味では、山坂の多い、この吉備中央町ですから、新山のモデル地区のこの

実践が絵に描いたようには進まない、平たん地ならともかくも、この山坂の長い町道また

は村道、生活道、そこを本当に安心して駆使できるような状態かどうかというのは、実は

地元住民、次に役場の職員が一番状況をよくつかまられてると思うんです。その役場また

地域の声がどこまで企業のほうへ伝わりながら、実装化が進められているのか。いわゆる

システムがつくられていってるのか。このあたり、これまでの進んできた状況をどのよう

に評価されているか。少し、状況認識としてお聞きしたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 １番、日名義人議員の御質問についてお答えさせていただきます。 

 今年度、デジタル田園健康特区の指定並びにデジタル田園都市国家構想推進交付金の採

択を受け、順次先端的サービスの実装が始まってきておりますが、議員がおっしゃられる

とおり、実装済みの一部のサービスにつきましては、現状では住民が満足のいくものにな

っていないと認識しているものもございます。恐らくそうした部分が住民要求とのミスマ

ッチとして受け止められているものと思っております。 

 デジタル田園健康特区事業やデジタル田園都市国家構想推進交付金事業の全体的な取組

に関しましては、住民の皆様からいただいたアンケート等に挙げられている医療、交通、

買物分野の課題を解決することに寄与しているものと認識をしております。また、本町の

地域課題を解決する一助として、本取組をより一層推進していく必要があるものと考えて

おりますので、既に実装済みのサービスにつきましては改良等を重ね、住民ニーズに適合

するよう努めてまいりたいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 本当に、この特区事業というのは、私たちから見ても初めての事業だ、初めからうまく
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いく、それはなかなか無理なことです。であるからこそ、今のうちにしっかりと状況をつ

かんで、改善すべきとこはするということが必要ではないかということから、質問をさせ

てもらっているというふうに受け止めていただけたらと思います。 

 ところで、３月２日の特別委員会の報告なんかを見ても、体制も整って、そして先ほど

言いましたように実装化の段階に来てるということですが、改めてその体制の中に企業任

せになっているところ、いわゆるデジタル、このシステム化していくときの専門家の企業

にほぼ預けられているっていうんか、そこに頼ってしまっている状況はないかなという気

がします。 

 私は、改めて地域事情を踏まえ住民要求に対応してきた、この主体というのは、やっぱ

し基本的には役場だと思うんです。この役場の職員集団が地域の実情をつかんで、その力

量を生かされるような体制に、スタートの段階からもっと目を向けるべきではないか。デ

ジタル化という意味での専門的な部分は、企業が優先されるというのは当然かもしれませ

んが。そこで目を向ける問題、課題については、やっぱし地元の目というのがもっともっ

と生かされる必要がないだろうかというふうに思います。そういった意味で、改めて町内

事情をよくつかんでいる、そういう立場の職員も参加して、そして職員がずうっと積み上

げてきた知見を生かしながら、地域事情に合った、住民が利用しやすいサービスを実現す

る、そういう意味での体制になっていたかどうか、そのあたりどのようにお考えでしょう

か、質問をさせてもらいます。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 本事業の推進体制につきましては、スーパーシティ構想の申請時期には町職員を中心と

した庁舎横断的なプロジェクトチームを組織し、本町の課題の洗い出し及び解決する手段

等を議論してまいりました。現在、本事業を計画化していく作業につきましては、町を含

め全体設計を担うアーキテクトや吉備中央町デジタル田園都市推進協議会の会員等により

行なっておりますが、最終的に判断するのは町であります。各事業において修正、改良等

が必要となるものや、職員目線における新たなアイデア等を付け加えるなどして推進をし

ておりますので、本事業の目指すべき方向性と本町が目指すべき方向性は同じであると認

識をしておるところです。 
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 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 今の答弁に対する質問ですが、基本的には私もそのように受け止めてます。ところが、

ところがというんか、けちつけるという意味じゃありませんが、その基本的なところでは

職員等も参加してプロジェクトチームをつくって、方針が出されたと思います。ですか

ら、これまでも度々状況報告を聞いてるときに、理念、基本的な方針のところではこうい

う方向がやがて具体化されていくんだなというふうに理解してました。 

 ところが、新山の例を特に挙げますが、現実に動き出したら相当な、何これというよう

な状況が生まれている。例えば、平たん地なら当然当たり前に動くＥＶ車ですか、これが

あそこではもうちょっと自信持って乗れんというような声も出てきた。平たん地である吉

備高原のほうへ何台か持っていてテストをやられてる。多分ここではスムーズにいくと思

うんです。そのスムーズにいく部分を、実は新山でも実現したいけれども、その現実との

差があるというところに目が向けられてなかった。これは、やっぱし体制の問題でもある

んじゃないかなあ。この前の民生教育常任委員会でもウィラバですか、ここでも登録者が

あまり多くはなかったように思います。そういった意味でこれからどのように具体化され

ていくのかというあたり体制の問題として、ぜひ論議の対象にしていただけたらと思いま

すが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 体制の関係でございます。 

 この事業を進めていく上に当たりまして、各領域といいますか、各分野にわたる多岐に

わたる事業であります。そうした中で、やっぱり庁舎横断的にそういうような形で体制を

つくるプロジェクトチーム、スーパーシティの頃にはそういう体制をつくって事業を進め

てきたこともありますので、これについてはそういうふうな、またプロジェクトチーム的

なものもつくって進めていきたいというふうには思います。 

 あと、中にはサービスの中で、まだその町民の方に満足いただけないようなものもある
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というのは十分認識しておりますので、その辺についてはしっかり改良、改修等を行なっ

ていきながら進めていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 課長答弁を否定するわけじゃありません。全くそういう立場で進めてほしいんですが、

私はそれを保障するためにもう少しプロジェクトチームの参加、どういう人たちに参加し

てもらうのかというあたり、きめ細かく論議を詰めてほしいなと思います。 

 特に３月２日の吉備中央町デジタルトランスフォーメーションＤＸ基本方針素案を読ま

せてもらってました。これから具体化が進んでいくんでしょうが、その中でちょっと気に

なるところもあります。といいますのが、これと添えてあったＱ＆Ａが載っているほうの

報告ですね。そこの中に質問、答えの１番に、当交付金事業に関わる成果物の所有権の詳

細についての項で、町から交付金を交付し、アプリシステムの構築費を助成、出来上がっ

た各種サービスを住民が利用するんだというやり取りがそこに書いてありました。問９に

は、ＬＬＰに加入し、町は具体的にどのような業務を行うかの間に内外統括業務という言

葉を使って体制が説明されてました。ＬＬＰが行なっている以上は、営利のみを目的とし

た事業ではない、母子、保護、介護、高齢者見守りなど行政サービスとして取り組むべき

課題と密接に関わる事業であるため、民間業者に単に任せるだけで適切な事業遂行ができ

るものではなく、全くそのとおりだと思います、データ連携を含む官民連携が具体的な事

業執行の中で必要になってくるものでありますと押さえた上で、その統括責任、そのこと

について述べられているわけです。その統括責任というのが、どう言うたらいいんか、全

体としてと個々のという使い方と思いますが、そういう体制もつくられているということ

ですが。統括、これは上から目線での、うまくいってるかどうかを見るという意味ですよ

ね。ところが、私が提起させてもらっているのは、それをつくる段階から職員も参加して

もらって、統括は当然最終的にはしっかり踏まえなければなりませんけども、作業を進め

る過程に職員が参加していく、職員は職員で責任を持って今まで培ってきたものをそこで

発揮する、そういう体制が要るんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 
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 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 いろんな計画を、事業を練っていく中で、その中には町の職員も参加しまして、いろん

な形で事業を進めていく、そこの提案段階からも参画をさせていただいております。 

○１番（日名義人君） 

 では、一人一人の参加した職員が力いっぱいに力量を発揮できる、これまで培ってきた

知見がそこで生かされる。そういう状況をぜひ実現していただけたらと思います。 

 次の質問に移ります。個人情報の保護に関しての質問に移ります。 

 国が個人情報の保護に関する法律をつくった。自治体はそれを受けて施行規則、これを

つくっていくというふうな体制になってて、これまでも何回か指摘してきましたが、国が

規制緩和をして、国が一括して個人情報の扱いを手にしてしまう、それを基にして各自治

体に縛りをかけていく、言わば、そういう仕組みがつくられていってるんではないか。そ

ういうふうに聞くけれどもという危惧を、この場でも何回か提起させてもらいました。そ

ういう中で改めて、この法律を、あんまり法律用語を十分読みこなせないので、気になる

点を取り分けピックアップして読んだつもりですが。 

 この法律を見る限りでは、まず第１章、総則のとこで、この法律はなぜつくられたかと

いう、その目的についてこう書いてあります。デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用

が著しく拡大していることに鑑み、これは状況を反映してるようですが、そういう方向が

さらに追求されるというふうに読み取ったら、個人情報の適正な取扱い、これが大変大切

になってくるということを押さえてはいますが、さらに読んでいきますと、個人情報を取

り扱う事業者及び行政機関とのこれらの特性に応じて遵守する義務などとともに、個人情

報保護委員会を設置することにより、行政機関などの事務及び事業の適正な円滑な運営を

図り並びに個人情報の適正かつ広角的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会

に豊かな国民生活の実現に資するものであることを配慮して、個人情報のこの問題に対応

していくんだと、こうなるわけです。言わば、個人情報、個々の情報を守るという、一人

一人の国民が持っている権利よりも、この活用という部分がかなり、今の社会からの要請

として必要になってきてるんだという受け止め方になってて、そこが規制緩和によって実

現できる方向がこの法律に定められたというふうに、私には受け止められます。そういっ

たことから中身、さらに第４章では第３節、加工情報の取扱いだとか、第４節では匿名加

工情報取扱い、そしてそれを、私なりに機械的ですけども、当てはめてみたのが、このト
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ランスフォーメーションＤＸのこの基本方針の中にあるシステムの標準化という情報をデ

ジタル化していくことが提起されている。そこで標準化を推進する２０業務の一覧という

表も出ていました。こういったものがデータ化されて、そしてデータ基盤に移行させやす

くなっていく、言わば非常に利用しやすい状況が、これらでつくられていくんだなとする

と、改めて、加工だとか、かなり加工されたものが、本当に、個人情報を保護できるよう

なことになるのかどうか。法律上の言葉としては適切に、厳重に云々となっているから、

あたかも保障されているように見えるんですが。もう既に個人情報があちこちで漏れて、

勝手に企業が利用したり、あれこれというニュースも聞きますので、こういった危惧はど

こでしっかりとセーブできるのか。このあたり気になりながら、質問をさせてもらってい

るところです。 

 そういった意味で、この法律との関係でどう、この吉備中央町としては対応するおつも

りでおられるのか。これまでも個人情報をもしデジタル化して、外に出す場合、開示する

場合、利用される場合には個人の同意を得るというふうに言われてきて、事実そのように

されてきたと思うんです。ところが、今回は、いやもう加工したから、匿名加工したから

大丈夫なんだということで、これまでのせっかくの、基本的に押さえるべき点が緩和され

てしまう心配はないのか。このあたりを少し、受け止め方をお聞きしておこうと思いま

す。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 現在進めております個人情報保護に関する法律施行条例の制定の目的についてですが。 

 従前の法律では、行政機関に適用される法律及び地方公共団体が定める条例において、

行政の適切かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的に管理、運

用がなされておりました。今回の法改正により、個人情報保護に関する法律は、個人情報

保護委員会管轄の下、官民一体という形で法律が一本化されたところであります。本町に

おいてもこの改正法に従って、今後個人情報の取扱いを行うものであります。本改正では

従来の権利利益にも配慮しつつ、個人情報の適正化かつ効果的な活用が新たな産業の創出

や活力ある経済活動を生み出すとともに、よりよい国民生活の実現に資するものとして改

正がされたものであります。 
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 また、御質問いただきました個人情報の保護に関する法律第４３条及び第４４条の規定

にあります匿名加工化についてですが。同法施行規則第３４条、匿名加工情報の作成の方

法に関する基準、第３５条の加工方法等情報に係る安全管理措置の基準など、法の下、本

町においても安全かつ適正に管理運用を行なってまいります。 

 また、議員がおっしゃられました標準化を検討する２０業務につきましては、令和３年

に制定された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律、デジタル社会形成基本法

第２９条に規定する国による環境整備に関する措置に基づき、全国自治体一律の使用によ

るシステムの安全かつ適切な管理運用がなされるものであります。これは、情報システム

の喫緊の課題であります。持続可能かつ効果的な運用を一層進めるためにシステム使用の

統一化、よりセキュリティが強固な情報通信技術の効果的な活用により本標準化を進め、

住民の利便性の向上及び地方公共団体の効率性に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 私は法律の専門家ではないので、今説明された内容を否定するものではないし、言われ

たとおりがきちっと実践されていけば安心かというようにも思えるのですが。しかし、改

めてこの個人情報がどんどんというような形で利用されていく、そこに大きく道を開いた

ということも事実だと思うんです。そうすると、その個人情報がどこに伝わっていくかと

いうたら、取扱業者、企業などなどによったらいろいろなやり方を、いわゆる利益優先の

使い方等、詐欺までは言わないにしても、起こり得ると思うんです。それに対してどこま

で歯止めがかかっているのだろうかという疑問は、これから問われ続けるんではないかと

いうふうに思いますので、ここで高級な官僚がつくったこの法律案を一つひとつけちをつ

けたり、批判しても仕方がないと思うので、本当に文字どおり、個人情報がしっかりと守

られる。これが地方自治体の段階でも、そのことを実現するためのいろいろな体制等の整

え方がついてくるのは当然だと思うんです。一方で、自治体も個人情報保護という立場で

は住民の権利を守る立場にあるわけですから、そのことが各自治体でも実現されていく必

要があると思います。そういった意味での自治体のこれからの課題等をしっかりと掘り下

げていってほしいなと思います。その点はどうでしょうか。 

○議長（難波武志君） 
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 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今議員がおっしゃられたとおりで、本町としても適切な管理運用を行なっていくという

ことで考えております。 

○議長（難波武志君） 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 今のやり取りは、どうしても抽象的なやり取りになってしまっていると思うんですが。

問題は、現実にどう展開されていくかということ、これからも私も可能な限り、しっかり

と見詰めていかなければならんというふうに思います。そういった意味では、自治体の責

任、個人に対して公の問題として、ぜひ受け止めていただけたらと思います。 

 時間もあまりありませんので、次の問題に移ろうと思います。 

 農村、農業問題ということで３つ目に大きく取り上げていますので、そこに移っていき

ます。 

 町長は、施政方針でも農業が基幹産業であると、農業立町だ。これが吉備中央町の基本

姿勢だということを強調されたというふうに、私は受け止めています。全く、そういう位

置づけをきちっとしている自治体というのは、必ずしも多くはありません。やっぱし吉備

中央町の基幹産業は、または農業立町という言葉に置き換えるにしても、本当に農業とい

うのは重要な位置を占めています。もちろん、吉備中央町の中には吉備高原都市のような

農村地帯とは言い難いところもありますけれども、大半は農村、そういう集落で集まった

町だということです。そういう中で、年末には１２月議会では、畜産、酪農家の困窮状況

が切々と訴えられる、そういう中で、町長は思い切って補正予算を組み替えてでもという

ことで、かなり、当時としては、僕は思い切った対応されたというふうに評価してるんで

す。しかし、何といっても、一時的にはこれで救われた、ほっとしたという部分はあるか

もしれませんが、本当に酪農家、畜産農家がこれからも営業を続けていくという、そうい

う意味ではあまりにも、各町村段階の自治体ができることというのは少ない。やっぱし基

本的には国がどうしていくのかという、そのことが基本的に問われ続けているんだという

こと、今マスコミや、特に農業新聞など、繰り返しこの北海道の状況からあちこちの地域

の状況を、窮状を訴えて、こんなふうに頑張っているという、持続可能な営業というのを
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追求してるという記事等が紹介されてますが。吉備中央町、数が少なくなったとはいえ、

貴重な畜産、酪農、これを潰すわけにはいかんという立場で、ぜひ対応していただきたい

と思います。そういった意味では具体的な、まず１つの質問として、こういう窮状に対す

る町長の引き続きの支援策、どのように考えておられるでしょうか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、１番、日名義人議員の、農村の農業の問題についてのお答えをいたします。 

 これにつきましては、飼料価格の高騰に伴いまして緊急支援策として、令和４年１２月

の定例議会におきまして、吉備中央町酪農家、肉用牛生産農家応援支給事業として

２，７００万円の予算を議決をしていただきました。この給付金事業は、新型コロナウイ

ルス感染症対策の地方創生臨時交付金等々を活用をさせていただきまして、支援をさせて

いただきました。飼料高騰のあおりを受けている畜産農家の窮状は、町としてもしっかり

とこう把握をしているところでございます。このことが畜産農家の一助になればという思

いでさせていただきました。 

 しかし、議員言われるように、根本的な問題は、やはり販売価格に本来反映されるべき

上昇する生産コストが反映されてないことが、私は一番の畜産農家の経営を圧迫してる要

因だと思います。やはり、これにつきましては、それぞれの関係機関が本当にこう、農家

の声を大にして訴えるということが、私は大事だと思ってます。そして、我々もしっかり

と町村会等々を通じまして、生産コストが乳価であるとか、肉代等に反映されるように、

しっかり国、また全国の酪農の関係等々に陳情をしていくように努めたいと思ってます。 

○議長（難波武志君） 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 畜産農家、酪農家等々が置かれている立場、見方については、全く私も認識が共通して

いると改めて思いましたし、町長は、引き続きそこで課題解決のために、町村会を動かし

てでも関係あるところに働きかけていくというふうに言われました。全くそのとおりだと

思うんです。そういう動きが全国で展開されることが一番、酪農家、畜産農家を助ける大
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きな力になるというのは、目に見えてると思います。 

 中でも、今町長がお答えいただきましたが、言わばあまりにも乳価が低過ぎる、この低

い乳価はどうやって決めるか。これは、企業と生産者のやり取りで決まる、交渉で決まる

ということなんです。ですから、やっぱし企業が一方的に一定の自分ところの利益は確保

しながら、その犠牲は、しわ寄せは、酪農家、畜産農家のほうへ行ってる。そういう構造

が見えてきますね、ここでは。同時に、これはただ乳価だけの問題ではなくて、米価、農

産物全体がそうです。そういう中で、今先進国は、家族農業者も含めて、農業を育成す

る、守るという立場で国が価格保証制度、所によったら所得補償もしっかりやりながら農

家を支援をしている。これが当たり前の姿になってる。ところが、日本は、引き続き市場

原理に放り出して、そしてその上にさらに国際的な分業というような言葉を使って、必ず

しも輸入しなくてもいい米まで輸入する、牛乳も、生乳も輸入する、加工品も。こういう

形になって、そのしわ寄せが一方的に酪農家、畜産農家またはこの中山間地農家にかぶさ

ってきてるというのが実態だと思います。とすると、私は、畜産農家、酪農家だけでなく

って、どうやってこの中山間地域の、この吉備中央町の農家、しかも確かに、効率を上げ

るために大規模化するということで一定の成果も見られますが。圧倒的な人たちは家族農

業で頑張っている。いつも言いますように、私たちも僅かな野菜を作って、販売所に送っ

たりして、年金を少しでも補っているというふうな過ごし方をしているわけですが。これ

では本当に、若者が後を後継することはできない、そういう構造になってるわけです。と

すると、もう既にそういう状況が、今、各集落に表れています。これをどう乗り越えてい

くのか。基本的には、抜本的には今、吉備中央町でもできる、全国の動きと力を合わせな

がら営農指針をしっかりと農家と一緒になってつくっていく。少なくとも、今の規制のそ

ういう関係、会議や協議会等ありますが、上から来たものをどう具体化するかというよう

な発想での協議会だけでなくて、本当に再建を目指した取組を論議できるような場所を下

からつくり上げていく、しかも吉備中央町が責任を持ってというような体制が要るんでは

ないかなと思うんです。そのあたり、先を見通した体制はどんなふうに考えておられるで

しょうか、お聞きさせていただきます。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 
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 日名議員さんが思われてることと私の思いが似てると思います、感じます。これにつき

ましてはやはり、大きな観点で言いますと国がいかに食料自給率を高めるかということを

本気で考えていただくというのが一番大きいと思います。その話になりますと、吉備中央

町の農業につきましては、やはり生産者と、それから農業のプロである農協さん、また普

及所等々と町とが吉備中央町の農業が持続的に活動できるにはどういうことすべきかとい

うことは、しっかりと話す必要はあろうかと思います。 

○議長（難波武志君） 

 １番、日名義人君。 

○１番（日名義人君） 

 今おっしゃるとおりだと思うんです。関係団体ともしっかり話をせんといかん。ところ

が、関係団体というのは、残念なことに国の方針をどう具体化するか、その枠内で論議さ

れることが多いです。私は、それを超えた中身をつくっていくということが今求められて

いるんじゃないかな。言わば、国等の縛りじゃなくて、地元からの要求、本当の意味で持

続可能な農業をどうやってつくっていくのか。そのことに軸足を置いた論議ができる。そ

ういうのを改めて、そういう論議ができる場所、体制などを、私は農協を拒否したり、普

及所を否定したりするんでありません。もちろん、そういった専門的な知見は十分生かし

ながらも、そういった思い切った体制をつくっていく必要があるんじゃはないかというこ

とを指摘したいと思います。 

 もしコメントあれば聞かせてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 日名議員さんが言われたことも踏まえまして、今後の吉備中央町の農業について、いい

策を皆さんで練っていこうと思います。 

○議長（難波武志君） 

 これで日名議員の一般質問を終わります。 

            （１番、「以上で終わります。」の声） 

 順次発言を許します。 

 ９番、成田賢一君。 
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○９番（成田賢一君） 

 ただいま議長の指名を受けましたので、質問いたします。９番、成田賢一です。 

 私は人口減少について考えながら、いろいろな政策について議論ができればと思いま

す。 

 町が令和元年度にまとめたまち・ひと・しごと創生総合戦略の人口減少グラフで令和

７年頃に町の人口は１万人を切ります。令和４２年に５，３３７人になると予測がされて

おります。一方、町では施策が成果を出すことで、令和４２年に８，３８１人を維持する

という目標を立てています。 

 さて、人口減少に歯止めがかからない、この現状についてどう考えているのか。新生児

誕生など、各種ＫＰＩの達成状況を踏まえて、説明をお願いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 ９番、成田賢一議員の御質問についてお答えさせていただきます。 

 議員がおっしゃるとおり、国立社会保障・人口問題研究所、社人研による人口推計シミ

ュレーションでは、人口減少対策は何も講じない場合、令和４２年には５，３３７人に推

計されています。この推計は、平成２２年から平成２７年の人口動向を勘案した将来人口

の推計であります。令和２年の数値で検証いたしますと、シミュレーション分析の１万

９０７人に対し国勢調査では１万８８６人で、ほぼシミュレーションどおりでありまし

て、若干人口減少が進んでおります。年少人口、生産年齢人口、老年人口の年齢３区分別

の人口で比較しますと、年少人口は推計９７６人に対し、国勢調査では９６２人、生産年

齢人口は推計５，４５５人に対し、国勢調査では５，３７７人、老年人口は推計

４，４７６人に対し、国勢調査では４，５２９人で、内訳では人口減少の加速が懸念され

る結果となっております。 

 この現状を踏まえますと、これまで人口減少対策のため各種施策に取り組んでいるとこ

ろではありますが、厳しい現状であるとの認識を持っております。人口減少対策に向けて

施策の効果検証を行いながら、より効果的な施策に取り組んでいくことが必要となると思

っております。 

 次に、まち・ひと・しごと創生総合戦略のＫＰＩの達成状況についてですが、妊娠、出
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産支援の施策で申し上げますと、子育て世帯応援金、第１子の支給件数は令和６年度の

４０件の目標に対し、令和３年度実績は１３件で、達成率は３２．５％であります。 

 次に、保健師による助言、指導への満足については、目標値７０％に対し、令和３年度

は８１％となっております。 

 新生児、誕生記念助成につきましては、令和６年度の６０件の目標に対し、令和３年度

実績は２３件で約３８％の達成でありました。 

 なお、令和３年度の吉備中央町の出生率は３９人となっており、施策の成果は現状では

厳しい状況となっております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 全体の話なので、ちょっと町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 この人口減少、特に子供の数を増やすということは、いろんな施策を打ってる段階でも

なかなか難しいなと、本当にもっともっと知恵を絞らんと、この描いた線はなかなか難し

いというように実感してます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 その線を何とか実現できるようにということで、恐らく町では子育て支援の事業をＰＲ

するためにという目的で、１月下旬から町の公式ユーチューブチャンネルで様々な動画を

上げております。この動画の内容について、町内の町民の方々、そして町外の方々から私

に届いた声を紹介いたします。 

 町長逮捕、本気になった、ふざけ過ぎじゃないか。町長と副町長があれでは、もうどう

しょうもないなあ。吉備中央に住んでいるということが恥ずかしくて言えない。小学校の

統合がある。そういった中で不安な中、ああやってふざけているのを見ると非常に悲し
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い、そういった声が届いています。これらの意見に対する町長の見解と、あの動画を作っ

た意図をお伺いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 あの動画については様々な受け止め方がございます。成田議員に意見があったような内

容、また私のほうにはその反対の意見も多数いただきました。本当にこう、あのような切

り口ですばらしいなと、あの経費もかけずというような、いろんな様々意見がございま

す。それはそうです。 

 これの目的は、まずは私がお願いをして、職員の有志に町のＰＲまた施策の情報発信を

分かりやすく、そして多くの方に、そして今までなかなかユーチューブ等々もやってなか

った関係上、伝わらない世代の方に伝わるようにというようなことでお願いをしました。 

 私は、大変こう、大きな発信ができたと思ってます。私の思った以上に、全国放送の取

り上げもしていただきました。そうした中で、これを作ったのは何か専門家がいるんです

かというような、メディアの方も多数言われました。いやいや、じゃあないんですよとい

うことで、私は若手職員のある種、企画力、編集力、違った才覚を発見して、大変こう感

心をさせられました。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 なるべく経費をかけずにという言葉で出てるんですが、実際に公務員の方々が仕事でや

っている以上は公務に当たると思いますので、またちょっと受け止め方が違うのかなと思

います。 

 さて、ちょっと関連質問で質問なんですけど、例えばデジタル協議会、デジタル事業に

おいて、女性の方は何人関わってますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 
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○町長（山本雅則君） 

 これ有志を中心には５人と聞いております。ただ、参加する職員は、これからまたいろ

いろと増えてくるんで、職員が最終的に女性が何割というのは、今の時点では言えませ

ん。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 ちょっと私聞きたかったのは、デジタル田園都市国家構想の推進事業の事業内容でも、

じゃ女性の方の目線っていうのは、どのぐらい関わってたのかなと。つまりこのユーチュ

ーブにおいても、正直なところを男性目線が強いのじゃないかなあと思うんです。例え

ば、移住に関して言えば、皆さん、御結婚されてる方、考えていただきたいんですけど

も、男性の意見よりも女性の意見のほうが尊重されます。 

 では、昨年の３月議会で私は、町長自らが夢やまちづくりに対する思いを発信するため

に、ＳＮＳを始めるべきだと提案いたしました。その際、前向きな答弁をいただいたんで

すが、今現在まで発信している形跡はまだ見えません。何かのきっかけで町を知ると、そ

の次は、その町の政治的なリーダーがどんな思いでまちづくりをしているかが、若い世代

は特に気になります。例えば、令和３年度岡山市の調査によると、市政情報をどんな方法

で知らせたほうがよいか、全体の３７％がＳＮＳと回答しています。年代別でいうと

１０代は６８％、２０代は７５％、３０代は５８％が回答しているんです。これで分かる

ように、Ｚ世代と言われる若い世代は、ＳＮＳから情報を得ることに非常に意欲的であ

り、それが当たり前になっています。 

 私は、町長がＳＮＳを開始することによって、町の魅力がまた違った形でプラスにな

る、そして様々なこの施策を発信することが町全体にとってプラスの影響を与えると考え

ています。町長、なぜ、ＳＮＳを発信しないのか教えていただけたらと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 先ほどの動画の件ですけど、これを中心的に企画、編集してるのは女性でございます。 

 そして、なぜ私がＳＮＳをやってないか。これにつきましては、多様な情報発信が必要
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です、ＳＮＳもそうです。そのほかにも多様な情報発信、私はそれぞれの会合に出てもい

ろんな発信もさせていただいてます。そうした中で、この発信については適切に、適切な

時期に、私もその時期を決定させていただきます。 

 もう一つお願いですけど、ここは、私、残念ながら、議員のフェイスブックを一度も見

てないんで、また今度見ようとは思います。いろいろ聞くにつけて、大変こうお得意だと

いうことも聞いておりますので、様々な、多分情報発信をされてるんだろうと想像しま

す。また、それに併せて、吉備中央町の明るい、本当にこう前向きな、すばらしいＰＲ

も、併せて引き続きしていただくことをお願いします。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 多様な情報発信ということであれば、町長、今までやってこなかったことを始めること

によって、職員の方々も何か新しいことをやってみようかなとか、多分いろんな影響があ

ると思うので、考えていただけたらなと思いました。 

 じゃ、人口減少に歯止めがかからない、この吉備中央町は、今までにない発想、そして

行動が非常に重要になってきています。もう本当に歯止めかからない、時間がないんで

す。 

 さて、ではここで町が行なっている子育て支援、定住支援に関する質問をします。 

 まず、町では先月でベビーファースト宣言を行いました。こちら、美咲町と高梁市、吉

備中央町の３市町での取組です。では、その取組内容は何か説明を求めます。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 塚田保健課長。 

○保健課長（塚田恵子君） 

 ９番、成田議員の御質問にお答えをいたします。 

 ベビーファースト運動は、子育て世代が子供を産み、育てたくなる社会の実現を目指す

ものであり、県内の自治体では高梁市が最初に活動宣言とアクションプランの発表を行な

っています。今回、高梁市から両町にこの運動について御紹介いただき、両町ともにこの

運動の趣旨に賛同し、合同で活動宣言及びアクションプランの発表を行いました。 

 ベビーファースト運動への参画に至った理由としましては、令和２年国勢調査と平成
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２７年国勢調査と比較して、この３市町の人口減少率が県内で最も高かったことにありま

す。３市町のベビーファースト運動への参画を契機とし、子育て支援や少子化対策を中心

に情報交換を行うとともに、次の展開へと検討を進めてまいります。具体的には、まず

３市町の公立図書館が連携し、相互利用の体制を整備するとともに、各図書館の機能充実

や子供の読書活動推進を図ってまいります。 

 また、３市町の子供の遊び場や、お出かけスポットを巡るスタンプラリーを開催し、交

流人口の拡大やにぎわいの創設を図ってまいります。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 そうですね。そういったことを扱うということで、まだ具体的にどう始めていくかとい

うのは、これからということだと思うんですね。 

 さて、でもこの町で、先ほどのちょっとＰＲ動画に戻ると、これを見た町民の方々が子

育て支援や移住に対してお金を配ると、これちょっとばらまきに見えるんじゃないかとい

う声もあります。ほかにずっと町内に住んでいる方、そして御高齢の方々からも、ずっと

この町に住んでる私らには何もないんかという声も、私には届きます。こういった声に対

して、ばらまきにも見られるような事業、現金をお渡しする事業についてどう説明をする

のか、御見解をお伺いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 根本子育て推進課長。 

○子育て推進課長（根本喜代香君） 

 ９番、成田議員の御質問にお答えいたします。 

 現在、子供たちの健やかな成長と子育て世帯の定住を推進するため、子育て世帯に対し

て出産や育児に関わる応援金として子育て世帯応援金を支給しています。また、高齢者の

方等へは、応援金という形ではなく、施策の中でしっかりと支援を行なっているものと考

えています。 

 子育て世帯を応援金は、第１子に小学校入学時までには合計１００万円が支給されると

いうものです。これは、まずは吉備中央町で第１子を出産していただき、出産後もお子さ

んとともに引き続き本町に定住していただき、将来的に第２子、第３子、それを出産して
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いただきたいという強い願いがあっての制度でございます。現在、本町に生まれ、住み、

婚姻され、出産される方はもちろん、他の市、町から転入して出産される方も対象となっ

ているため、支給対象者を広げることにより、子育て支援も幅も広がっていくものと考え

ているものです。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 御高齢の方々にも様々な支援を行なっていると。はい、それは承知しております。 

 さて、ここでひとつ少し提案したいんですけれども、例えば御高齢の方々に対して、移

動手段ということで町営バスが巡回しておりますが。町営バス、私、６５歳以上の無料化

を少し提案させてください。これなぜかというと、今まであれが１６か月、今展開してい

るんですね。その中でＫＰＩ、１日１０人という達成をしているのが、この１２月、

１月、２月の３か月です。この３か月は無料チケットを配って、無料で利用している方が

非常に多かったという実績があります。したがいまして、御高齢な方々に対して、ここの

受益者負担を減らす、６５歳以上の方々は安心して移動ができるということを提案させて

いただきたいのです。御見解をお伺いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 本当に、私自身は全て無料にしたいんです。ただ、これ御存じのとおり、公共交通会議

がありまして、その同じ路線でのバス会社さんもおられます。そういうことでなかなか難

しいんですけど、言われたように、あれでもうける必要はないんです、全く。乗っていた

だく、それで利便性を高めるのが全てなんで、今言われた、６５歳以上というのは、ぜひ

やってみたい、やるべきだと思ってますので、また公共交通会議等にも、ちょっとお願い

をしていこうと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 
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 そうですよね。一番いいのは、みんな無料で利用できることだと思うんですけど。ま

ず、御高齢の方々に対して優しい施策にして、土日、あの車が回るようになると観光にも

寄与するようになるし、何より中学生が、例えば賀陽地域で生活している中学生があのバ

スに乗って、加茂川地域の友達に遊びに行くと、これ、町内をバスで遊びに行くって、非

常に思い出に残るんじゃないかなと思いますので、様々このあたりも考えていただけたら

と思います。 

 さて、人口減少を食い止めるべく町内、この区長は子育て支援事業ですね、この子育て

応援ブックによっていろんな事業が書かれております。ただ、何が看板メニューなのかと

いうのが非常に分かりにくかったので、子育て推進課と保健課に聞きに行きました。する

と、先ほどの子育て世帯応援金とキッズパーク、そして小児等医療助成と母子健康手帳の

デジタル化が挙げられました。ちょっと重複して申し訳ないんですが、これらの事業がな

ぜ、町の看板メニューとして言えるのかということを説明をお願いします。 

○議長（難波武志君） 

 根本子育て推進課長。 

○子育て推進課長（根本喜代香君） 

 先日、成田議員さんからたくさんある子育て支援事業の中での看板メニューを尋ねられ

ました。保健課と子育て推進課からお答えをさせていただきましたが。町といたしまして

は、今ある子育て施策全てに力を入れております。その中で、他の市町村にはなく、他の

市町村より充実している施策といたしまして、子育て推進課からは子育て世帯応援金とキ

ッズパーク、それから保健課からは小児等医療助成と母子健康手帳デジタル化と、お答え

をさせていただいたところでございます。 

 それぞれの事業内容といたしまして簡単に御説明をいたしますと、子育て世帯応援金に

つきましては、先ほども申しましたが、子育て世帯に対して第１子につきましては３回に

分けて１００万円、第２子以降は３０万円の支給を行うもの、キッズパークにつきまして

は、子供たちが室内で安全に、自由に遊ぶことができ、保護者が子供たちを見守りなが

ら、親同士が交流できるスペースとして設置しているものでございます。小児等医療の助

成につきましては、平成２５年度から高校生までの医療費について全額公費負担としてい

ます。これは県内で、先に取組を始めました１市１町、これは高梁市、奈義町でございま

すが、こちらに次いで早くから取り組んでいるものでございます。 

 また、母子健康手帳のデジタル化につきましては、デジタル田園健康特区事業の一つで
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あり、町が直面しています人口減少や少子・高齢化といった課題解決のための仕組みづく

りを目指して取り組んでいるものでございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 ほかの自治体にはなくとか、早くから取り組んでいるからということなんですが、これ

は議論は後ほどします。 

 さて、それぞれの事業において、では改善点が何かあれば教えていただけますでしょう

か。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 根本子育て推進課長。 

○子育て推進課長（根本喜代香君） 

 子育て世帯応援金につきましては、今のところ、こちらの方策で進めていきたいと思っ

ております。 

 それから、キッズパークにつきましては、今後、より子育て世帯の利用、活用がしやす

いように大型遊具、それから低年齢の子供さんにも使えるようなスペースといったものを

増設いたしまして、より活用していただきやすいように改善をしていこうと考えておりま

す。 

○議長（難波武志君） 

 塚田保健課長。 

○保健課長（塚田恵子君） 

 先ほどの小児医療等と母子手帳につきましての改善点でございますが。 

 小児等医療につきましては、現在婚姻している方、社会保険本人の方は、１８歳になっ

ていらっしゃらなくても除くとしておりますが。これにつきましては、今後このことも含

めまして子育て支援、若者定住につながるよりよい制度となるよう研究をしてまいりたい

と考えております。 

 また、母子手帳につきましては、現在また改良を進めているところでございまして、中

でも思い出写真の保存につきましてはウィラバペーパー対象者、お子様が１歳になられる

方までしか御利用ができないこととなっておりますが。この点につきましては、ウィラバ
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を御利用の皆様が御利用していただけるよう、今後仕組みづくりを考え、できるだけ来年

度早いうちには皆様に御利用がしていただけるようにしていきたいと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 それぞれの改善点について、またお伺いする前に、まずこの総合戦略での町の目標値と

実際を見てみましょう。 

 先ほど企画課長がおっしゃった合計特殊出生率、町は１．２５です。ちなみに、目標は

２．１、全国平均は１．３３、岡山県平均でも１．４８、吉備中央町は全てを下回ってい

ます。では、出生数で見てみると、吉備中央町は年間目標は７５人、この現状、令和元年

が３７人、２年が３９人、３年度も３９人ということになっております。全国的に人口が

減っているからしょうがないだろうという声もあるかもしれません。 

 では、隣の美咲町はどうかといいますと、過去３年間を見ても８３人、６４人、

７９人、出生率は２．２３です。これ、総務省のデータから数字を出してみました。町民

１，０００人当たりの出生時の誕生数です。吉備中央町は１，０００人当たり３．５人、

美咲町は５．９人です。これを見ると、吉備中央町本当に厳しい状況がおうかがいできま

す。 

 では先ほど、答弁にいただきました看板メニューそれぞれお伺いいたします。 

 子育て世帯応援金は、第１子に１００万円で、第２子以降が３０万円と。さて、それ以

前の事業、にこにこ出産祝い金は第１子が０円で、第２子以降は１０万円、５０万円、

８０万円と、子供が増えれば増えるほど増えていくお祝い金でした。私、これ出生数と出

生率の向上を考えた場合に、子供を多く育てたい方、産みたい方にとっては、この現状の

制度と前の制度の中間での制度設計が最適だと考えるのですが、執行部の見解をお伺いい

たします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 これの額については、以前言われたように５人目を１００万円でしたか、それを１人目

から１００万円に変えました。といいますのが、その変えた理由は、最初のお子さんがど
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こで生まれるかによって、その定着率が変わってるということで、やはり吉備中央町で最

初のお子さんを産んでいただく。そして、そのお子さんが保育園、小学校まで行っていた

だく。そうすれば、その家庭は吉備中央町に定着していただけると、それがいいだろうと

いうことで、途中そのように変えました。ただ、これもやはり成果を見ないと駄目です。

しっかりとＰＲすることと、そしてこの制度が成果が出せてるかどうか。それを勘案し

て、再度組立てをし直すという時期はあろうかと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 そうですね。これから子育てをする世帯、そして私も今子育てをしているので、子育て

と家計というものはどうしても切っても切り離せません。これを国民１人当たりの税負担

から考えてみます。 

 国民負担率とは租税負担及び社会保障負担を合わせた義務的な公的負担の、国民所得に

対する比率です。財務省によると、昭和５０年にはこの国民負担率は２５％だったんで

す。つまり、全所得のうち７５％は、自分たちのことでお金が使えたという状況です。こ

れが平成元年に３８％、そして令和４年に４６％まで上っています。つまり、現在所得に

対して４６％は、税金や社会保険料の負担によって、私たちが自由に使えるというお金で

はないという現状です。こういった情勢において、働く世代の方々が子育てしやすいまち

づくりが非常に重要になります。 

 そこで、私は、第２子以降の保育料の完全無料化を提案します。 

 現在は所得に応じて保育料が発生しますが、それをなくそうということです。先ほど町

長が第１子から吉備中央町でとおっしゃっていました。それはもちろんそうなんです。た

だ、１人目は岡山市でと、倉敷市で、総社市でとなったとしても、第２子以降は吉備中央

町で、完全に保育料無料ですから安心してきてださいという取組を行なっていただきた

い。同じお金で新築の家を建てるとしても、岡山市で建てると子供部屋が６畳だったもの

が、吉備中央町で建てると子供部屋が８畳になるかもしれない、庭がついて吉備中央町で

伸び伸びと、毎晩夜になると星空が見える、そういった環境で子育てをしていただきた

い。そして、流れをつくっていきたいと思っております。 

 国税庁の資料によると、令和３年分の国民１人当たりの平均年収は４４３万円、そのう

ち１００万円は所得税や町民税、社会保険料です。身近な行政サービスに使われる住民税
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は２０．７万円、つまり働く世代の方々が転入することによって、町の税収アップ、そし

て活性化につながります。親にお金がある、ないということは、子供にとっては関係がな

い。つまり、社会で子供を育てることがこの町の未来にとって非常に大切なことです。こ

れ、予算幾らで実現が可能かといいますと、今年度の２月度の実績から見れば１か月当た

り３１万円、年間で３８０万円程度で実現ができます。事務事業評価で、そしてほかの事

業を見れば、この３８０万円が生み出されるでしょう。所得制限は設けずに、第２子以降

の保育料の完全無料化を実施していただきたいと思いますが、執行部の見解をお伺いいた

します。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 そうした中で、議員言われた第２子以降、これも一つの、若い方に来ていただくいい案

だと思います。ただ、１つだけいただきたいのは、この数百万円、何百万円が重なっての

予算でございます。全体枠として、吉備中央町は決してどの自治体にも負けないぐらい手

厚い支援策をしてると自負してます。１つは、給食費の無料化もそうです。 

 保育料の低廉化、見ていただけば県下で比べたら大変低廉な町だと思います。ただ、そ

れで全ていいとは思ってないです。よりもっといいものをすりゃいいです。財源をしっか

りと押さえて、後世にそのツケを残さないような格好で、今我々できるのは、はっきり言

いましてメガソーラー、ふるさと納税等々の他にないような財源があるから結構な支援策

ができてます。決してやらないという意味じゃない、全体的に見て、より効果があるもの

をやろうと思います。そして、もう一つは、やはりその制度をつくって、やっぱりしっか

りＰＲ、周知が大事だと、全く知られてなかったら幾らいい施策をやっても、私はよく言

うんです、やってないんと一緒だと、ＰＲも必要なんで、しっかりとこの制度をまた見直

して考えます。また、ＰＲもよろしくお願いします。 

○議長（難波武志君） 

 一般質問の途中ですが、ただいまから１１時まで休憩とします。 

            午前１０時５１分  休 憩 

            午前１１時００分  再 開 

○議長（難波武志君） 



- 28 - 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ９番、成田賢一君の一般質問を続けます。 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 次に、小児等医療費助成についてお伺いいたしますが。 

 こちら、平成２５年から県内では早く取り組んでいるということだったんですが、令和

４年１０月に岡山県が取りまとめている資料によると、もう県内の７割以上が、これ実施

しています。先ほど保健課長がおっしゃったように、１８歳で婚姻している者や社会保険

に入っている方も対象にして、ぜひ１８歳、そしてその最初の３月３１日までは、吉備中

央町は、医療費に対して助成しているという制度に変えていただけたらと思います。 

 さて次に、母子健康手帳のデジタル化について質問します。 

 厚生労働省の資料によりますと、マイナポータルを通じて各種健診、そして民間データ

の共有などで、２０２５年度から国としても開始できるようにデータヘルス改革という行

程表をまとめて、母子健康手帳のデジタル化を国としても推進しています。国立成育医療

研究センターが令和３年度に行なった全自治体のアンケートによれば、アンケートに答え

ていただいた団体の７０９団体が電子母子保健ツールを利用していると回答していまし

た。これ、令和３年度のアンケートなので、今現在さらに増えていると思います。という

ことは、母子手帳のデジタル化についても、もう既に全国的には珍しくなくなってきてい

るということが、これで分かります。 

 さて、町では昨年１１月に子育て世帯２１２件に対して、母子手帳アプリ、ウィラバに

関するアンケートを実施しました。このアプリの認知度は、アンケートに基づけば

５８％、そのうち利用していると回答したのは４．８％でした。このアプリに関する封書

が届いたことを知っている方のうち７５％は登録をしておらず、興味がないと回答してい

ます。この数字に対しての執行部の見解をお伺いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 今の数字でいいますと、やはりまだまだ浸透してないなと、しっかりと使っていただ
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く、そのためには使ったらどういうようなメリットがありますというのを丁寧に、これか

らもＰＲをしていただき、その使用率を高めていきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 １２月議会で、町長、あのアプリを利用してますかと言うたら利用しないと言ったんで

すけど、今までこう開いたことはありますでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 やってます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 あの中で思い出のページがまだ作られていないという状況で、昨年の９月下旬から、

私、保健課と企画課長それぞれにずっと言ってるんです。ただ、いまだにできていない、

つまり未完成のものが納品されていると言っても過言ではございません。町長、ぜひ強

く、今年度中にできるということを企業に対して求めます。 

 さて、国の研究センターのアンケートによると、母子健康手帳アプリの利用者のうち

５３．４％が週１回以上の利用をすると回答しています。この数字と照らし合わせてみる

と、多額の税金を開発費として使っている、この町のアプリ、ウィラバは利用率が

４．８％とか、７５％は興味がないと回答している。これ危機的じゃないですか。 

 ２０２１年１２月１８日の山陽新聞、これまだスーパーシティ構想も決まっていない段

階で、その山陽新聞でイノベーションコンテストにおいて優秀賞に選ばれたウィラバを作

っている会社の方が、壇上においてスーパーシティ構想にウィラバはもう盛り込まれてい

ると発言していました。つまり、まだプロポーザルも行われておらず、スーパーシティに

も選ばれてないにもかかわらず、ウィラバの導入はほぼ双方で決まっていたというふうに

見ることができるにもかかわらず、いまだにできていないんです。町長、これ、どうやっ

て今後このアプリを利用していくのか。ちょっと具体的にその思い、そしてその責任を持
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って対応したいという気持ちをお聞かせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 この事業は、国からも、これだけじゃなくていろんなことをやってます、そうした中で

先進的なことやってますので、まずはやろうと、そのときそのときから改良していこうと

いう取組でございます。このアプリにつきましてもよりいいものに、その途中途中では、

やはり改良していくことが必要だろうと思ってます。しかしながら、期限というものもご

ざいますので、しっかりとその期限にその改良版も、今時点でベストなものを出してくだ

さいということは強く言ってまいります。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 そのときそのときにベストなものをとおっしゃっていても、実際に９月下旬にあれが始

まったんだということをマスコミに対処してもＰＲした上で、今現在もなお、何ていうん

ですか、思い出ページが作られていないという現状というのは非常に重く受け止めていた

だきたいと思いますし、ウィラバを利用する、利用したいというアンケート結果の第３位

が、思い出を思い出ページで写真を残したいと回答されてるんです。そこができていない

となると、利用者からすれば、ますます離れていくでしょう。先月のベビーファースト宣

言を共に行なった高梁市と美咲町は、両市、町ともに母子モといわれる母子手帳アプリを

利用しています。 

 母子モとは、現在全国５００か所を超える自治体で採用されている母子手帳アプリで

す。東京都内の自治体や北九州市などにおいては、デジタル田園都市国家構想推進事業の

一環で様々な事業を推進していっております。その内容は、吉備中央町が今行なっており

ます子育て情報アプリ、ママフレ、そして母子健康手帳アプリ、ウィラバとを２つで１つ

の機能を兼ね備えているような内容です。 

 さて、ここで年間運用費の比較をします。 

 町が行なっている子育て情報サイト、ママフレは、令和５年度の予算案として年間運用

費が１９８万円、母子健康手帳アプリの運用費は４１８万円、この２つで６００万円以上
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が１年間の運用にかかる計算です。一方、母子モは、高梁市に聞いたところ、３９万円程

度で年間の運用が図られると聞きました。 

 ここで私提案です。母子モの導入を考えていただきたいと思います。そこには主に３つ

の理由があります。まず、１つ目、アップルストアやグーグルプレイストアで、誰でもダ

ウンロードができるという点です。２つ目が行政にとっても低価格で、かつ同様のサービ

スを町民の方々に提供できるという点です。そして、３つ目がベビーファースト宣言でこ

れから美咲町と高梁市と子育て環境の連携などやっていくのであれば、子育て情報の発信

やその他の連携によるプラスの効果が期待できるからです。 

 子育てアプリの乱立で混乱してしまうじゃないかということも考えられると思います

が、今の利用率、アンケートで言えば４％が利用ということを考えると、ＥＢＰＭつまり

実際の数字から今後の立案をしていく。そして、ナッジユニット、いろいろなものを比較

しながら見える化して改善を図るという方法を用いて、導入後の一定期間中に、どのアプ

リが町民にとってよりよいのかということを考える。データから読み取って考えていただ

くことも可能ではないかと思うからです。この点について執行部の見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 今の時点でウィラバ、なかなか完成度が１００％とは言いませんが、お金もかけてる以

上、しっかりとした運用ができて、よりよいものに、これからも努めてまいります。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 この母子モの提案の理由が、アカウントの住所を変更するだけで、母子モを運用してい

る自治体であれば、その地域の子育て情報がすぐ入るんです。つまり、転入転出並びに

様々な保育連携においては、美咲町と高梁市と本気でやっていくのであれば、私は導入を

検討すべきだと思います。年間が３９万円、これ高梁市の実績です。 

 さて、子育てにおいては、その住環境、生活環境について改善していくことも非常に重

要です。そこで、今後のまちづくりの方向性について質問をいたします。 
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 国の事務局が運用している地域経済分析システム、ＲＥＳＡＳによると、町の地域経済

循環率、所得から消費までです、お金が町内でどう流れているか。２０１５年は

７４．８％、２０１８年は６９．５％でした。今後のまちづくりにとって、この循環率は

高めていくべきなのか、それとも現状維持したり、下がってもよいなと考えるまちづくり

を行なっていくのか、御見解をお伺いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それでは御質問にお答えします。 

 地域経済循環率とは、生産、付加価値額とも言います、を分配、取得とも言います、で

除した値となっており、地域経済の自立度を示しているものでございます。値が低いほど

地域から流入する所得に対する依存度が高いということになり、地域で稼ぐ力が低いとい

うことが言えます。経済循環を良くすることは、地域経済の活性化につながることはもと

より、まちづくりの基盤となるため非常に重要と考えておりまして、経済循環を高める努

力をしていくことは必要不可欠だろうと考えております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 循環率を高めていくまちづくりを行なっていくということなんですけども。じゃ具体的

にどういったまちづくりを今後心がけていくべきなんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 まちづくりということですので、大きなことになろうかと思いますが。うちの協働推進

課でいいますと、その地域経済循環率を高めていきますというのは、どういった理由でこ

のパーセントが下がったかっていうところを、まず確認することが必要かなというふうに

思っておりまして、その内容を見ますと、簡単に言いますと、その町内でお金を使わない
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ということが一番、このパーセントが下がった原因ということが、地域経済循環図という

のがあるんですけど、それを見てとれます。じゃあ、それをどうやって上げていくのかと

いうことは、今議員がおっしゃられたまちづくりというのは大きな話ですので、協働推進

課でいいますと、普段している施策がそれに当たるとは思うんですけれども、例えばイン

バウンドを含む観光客誘致による消費額の増加でありますとか、創業支援や伴走型支援に

よる事業者の支援、また子育て環境の改善や定住・移住施策による流入による人口の増と

いうことが考えられます。そういったことをしていくことがまちづくりの基盤になるとい

うことは、先ほど申しましたんですが、そういうことになろうかなというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 私の個人的な考え方としては、維持するか、もしくは少しは低下してもいいのではない

かと考えております。なぜなら、大きいスーパーを持ってくるということも一つなんです

が。住むなら吉備中央町ですと、働いたり、買物については、もしくはいろんなことにつ

いては、町外に行ってでもいいんですということにすれば、住むことに特化して、選択と

集中ですね、住むことに特化して福祉の充実、そういったところに予算をどんどん充てて

いくということで考えられるのではないか。そして、そのためには近隣都市との連携、地

域連携が非常に重要になってくるので、例えば交通においても、例えば総社市の「雪舟く

ん」を吉備中央町民の方で、あの境目に住んでいる方が利用できるにはどうしたらいいの

かとか、そういった地域連携を深めていくということも非常に大切になってくるのではな

いかと考えています。 

 では次に、教育環境の面から子育てしやすいまちづくりについて考えます。 

 現在町は、学校等の統廃合について議論を進めていますが。統合をチャンスと変えるた

めには、どういった教育環境をつくっていくのか、執行部の見解をお伺いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 ９番、成田議員の御質問にお答えいたします。 
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 令和３年１０月に、吉備中央町魅力ある学校を考える会から提出されました小学校及び

園の統合の在り方についての指針に示され、そして令和３年１２月議会で議決をいただき

ました吉備中央町立小学校・園統合再編整備基本計画にも提示させていただきましたとお

り、１つとして、郷土愛を育む学校づくり、２つ目に、未来を担う子供の成長を支える学

校づくり、３つ目といたしまして、多様な学びができる学校づくり、４つ目といたしまし

て、地域等と連携したアフタースクールが充実した学校づくり、そして５つとして、保護

者に寄り添った園づくりの５つの柱を持って進めていくこととしております。 

 小学校については、関係する４つの柱により、学び合い、支え合い、励まし合って３校

が切磋琢磨し、知、徳、体を一体で育む環境を整え、子供たちの可能性を引き出すことに

より、豊かな心を育む理想郷、この吉備中央町で新しい時代を開く子供の育成を目指しま

す。 

 具体的な取組といたしましては、１つ目として、地域の方から学ぶ活動、食文化、地産

地消の継承などによる郷土愛の育成、２つ目といたしまして、基礎学力の習得と活用する

力の育成、そして豊かな人間性や社会性の要請による主体的に学び、調整する力の育成、

３つ目といたしまして、小・中連携による一貫指導の推進や教科担任制の推進、国際理解

教育の推進による多様な教育の実践、４つ目といたしまして、物づくりやスポーツ、文化

活動によるアフタースクールの実施に取り組むことといたしております。 

 以上でございます。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 では、先ほど言っていただいた中で、少し質問いたします。 

 まず、郷土愛に関してです。 

 吉備中央町学校統合においてのアンケート調査で、学校名を決めるときのアンケートで

加賀とか、吉備中央というものがあったんですが、加茂川そして賀陽、それは使われてい

ませんでした。一方、町内の方々には加茂川そして賀陽という名前がなぜアンケートにも

なかったのかということを言われる方もいらっしゃいます。 

 実際に、岡山県教育委員会に岡山三大祭りのこと、なぜ加茂大祭や吉川当番祭が選ばれ

たのかと聞いたところ、実際にいつからというのはないんだと、ただ１９５０年代には既

に書物に書かれていたと、つまり由緒正しい地名がそれぞれずっと残されているんです。
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にもかかわらず、アンケートにそういった地名が入ってなかったというのは、私、少々違

和感を感じてるんですが。なぜそういったことがあったのか、そして新しい学校名に関

し、執行部のお考えをお伺いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大月教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（大月道広君） 

 それでは、御質問にお答えいたします。 

 令和元年から学校の適正配置について御協議をいただいている中で、各委員会、保護者

説明会などを踏まえ、令和３年１０月に小学校及び園の統合の在り方についての指針が示

されました。その中で、統合に伴う特記要望として学校名は既存の学校名を使用しないこ

ととして示され、それを受け、保護者アンケートなどを踏まえ、保護者また教職員などか

ら成る統合準備委員会また議会の民生教育常任委員さん、そして教育委員さんなどから成

る統合推進委員会で校名が決定され、先般議会にも報告させていただいたとおりでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 私は、加茂川や賀陽という地名はぜひ残していただけたらと思います。そして、定住支

援に関しても、これつながるんですけれど、吉備高原そのものが赤磐市から福山市まで非

常に岩盤がしっかりしているということを考えると、吉備高原という名前を、そういった

ところへ残すということもあってよかったのではないかと思います。 

 さて次に、先ほどの多様な学びというところで、関連で質問なんですが、これ制服につ

いてなんです。 

 現在国レベルでは、一人一人の個性や多様性が尊重されるように様々な議論は進んでい

ます。そして、各地方公共団体においても、いろいろなところで対応が進んでいます。教

育界においては、３月３日に岡山県教育委員会が全ての県立高校に対して、制服選択に関

する情報をホームページで公表するように求めています。これは、ＬＧＢＴそして多様性

を含めた新入生の学校選びに役立ててもらうということが狙いで、岡山県教育委員会の運
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営する情報サイトへの掲載も検討しているということです。このように、我が国におい

て、そして地方においても、この多様性の尊重の議論というものは加速しています。この

町内において、学校の統合というものは２年後に控えています。２年後さらにこの議論は

進んでいるでしょう。そのように考えると制服１択制ではなく、やはりそこは町内が統一

して、自由裁量も設けるべきではないかと考えるのですが、答弁をお願いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大月教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（大月道広君） 

 それでは、御質問にお答えいたします。 

 制服につきましては、これまで御報告させていただいているとおり、教職員や保護者代

表の方などを委員とした統合準備委員会の部会において、統合後の新学校となる区域の教

職員と保護者代表がアンケート結果などを参考として主体的に決定され、準備委員会また

町議会、民生教育常任委員、教育委員の方などから成る推進委員会で御承認されたもので

ございます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 では、よりよい学習環境、通学環境について考えていきたいのですが。 

 通学、特に高校生の通学支援について、私これ非常にいい事業だなと思ってるんです。

例えば通学支援、高校生になると公共交通機関の通学費や寮費、アパートの賃貸費などを

町が補助しています。では、１人当たり平均で年間幾らぐらい補助しているのか。これ考

えてみますと、総務課長、分かりますかね。これちょっと数字出していただいたんです

が、２年間の平均で年間通学費なら７万６，０５９円、寮費なら年間５万１，０００円、

賃貸費なら年間５万２，９８７円です。つまり、これ町の子育て応援ブックでもいいし、

この定住支援ブック、こういったところに高校生になっても、例えば１人当たり通学なら

年間７万６，０００円を町が補助していますと、具体的に数字を出せばお得感も出てくる

し、より子育て世帯の方がその数字を把握しやすいと、事業を把握しやすいということが

ありますので、そういった取組を生かしていただけたらと思います。 
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 では次、昨今、町内で一番話題となっているデジタル田園都市国家構想の側面から、子

育て環境づくりについて考えたいと思います。 

 ＤＸ、デジタルトランスフォーメーション、ＧＸ、グリーントランスフォーメーション

の方面から、町は子育てしやすいまちづくりについてどういった展開を図っていくんでし

ょうか。答弁お願いします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 それでは、議員の御質問にお答えします。 

 国の進めるＧＩＧＡスクール構想や令和２年度から情報技術を活用したコミュニケーシ

ョンを利用するための機器の導入等を積極的に活用を図っているところでございます。町

内の小学校及び中学校に在学する生徒・児童の属する家庭に対して、インターネット環境

等整備事業補助金等の事業も実施しているところでございます。これらの今般のデジタル

化、またコロナ禍において学校という場に加え、リモートよる各家庭での授業などの新た

な学習環境の必要性が生じていることは、議員も御承知のとおりかと思います。 

 これらの事業を受けまして、現在進めておりますデジタル田園都市国家構想推進交付金

事業におきましても、母子健康手帳に加え、予防歯科クラウドサービスの導入により、近

年重要視されている歯と口の健康は健康寿命の延伸に寄与するため、定期的な歯科健診や

早期治療等を促すなど、口腔ケアをサポートし、歯科医院や小学校また児童、保護者をつ

なぐコミュニケーションツールとしての導入も進めております。これらのツールの導入に

より自らの健康管理をデジタル化することにより、見える化、さらにはスマートフォンや

タブレットなどで容易に管理することで、デジタル化による環境格差を埋めていきなが

ら、現在住んでいる子供たちが将来この町を担う人材となる一つのきっかけになればと考

えております。 

 また、マイナンバーを活用した手続などの電子化など、今後子供たちが大人になったと

きには電子化が標準になっていくと思われる環境を整備していくことも大切であろうと考

えております。 

 また、グリーントランスフォーメーションについてですが、岡山連携中枢都市圏の事業

として啓発事業のほか、太陽光パネルや蓄電池を６市町村で共同購入することにより、安
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価で提供できる事業の実施を行なっております。この事業のチラシを作成する際、小・中

学生を対象として学習用チラシも併せて作成、配布を行なっております。幼少期より地球

温暖化について家族で、クラスで話す機会をつくり、自分自身が何ができるかを考えてい

くきっかけになるよう、今後も普及啓発を行なっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 

 では、特に農業の分野ＧＸについて私が提案したいのは、オーガニックビレッジ宣言、

そしてそのオーガニック給食の実現です。これ、令和３年５月に国のほうがみどりの食料

システム戦略を策定いたしました。調達から消費までの変革を推進し、持続可能なイノベ

ーションの実現を目指しています。２０５０年までに化学農薬使用量をリスク換算で

５０％削減、有機農業の取組を２５％に拡大することなどを目標としています。ぜひ、吉

備中央町農業立町ということであれば、これ有機農業実施計画を策定することで

１，０００万円の交付金が受けられます。オーガニックビレッジ宣言、そして有機食材を

使用した給食の実施、食育、マルシェなど、こういった先進的な農業立町としての子育

て、つまり子供たちにとっても安心がある食材を提供できる町だということは非常に大き

なプラスになると思います。ぜひ、このオーガニックビレッジ宣言への対応について、し

ていただきたいと思いますが、執行部の見解をお伺いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 通告書にはございませんでしたが、このオーガニック宣言、有機農業の産地の宣言とい

うような意味合いにもなるかと思いますが。そのあたり町内でいかほどの方が有機農業を

されるかといったようなことも研究しながら、今後できるものなら進めていきたいと、研

究をしていきたいと思っております。 

○議長（難波武志君） 

 ９番、成田賢一君。 

○９番（成田賢一君） 
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 これ有機給食の実現といっても全ての食材が有機ではなくて、ある一品だけでもいいん

ですということを、国のほうには確認してますので、ぜひ前向きに検討していただけたら

と思います。 

 では最後に、定住支援について。 

 この定住支援ブックですね、実はこの移住希望者、定住されてきた移住者の方々がアン

ケートを実施している答えが載っていないんです。じゃあ、その文章とは一体何なんでし

ょうか、課長、お願いします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 荒谷定住促進課長。 

○定住促進課長（荒谷哲也君） 

 ９番、成田議員の御質問にお答えいたします。 

 考えるに、今実施しておりますアンケートの中で、吉備中央町を選んでいただいた理由

を尋ねる設問がございますが、その理由として圧倒的に多いものが災害が少ないというこ

と、あるいは次いで気候が温暖であること、また子育て環境が充実しているということが

挙げられます。こういったことからも災害に強い、いわゆる地盤が固く、安全であるこ

と、それから子育て環境が充実しているということについて、しっかりＰＲしていかない

といけないと考えております。 

○議長（難波武志君） 

 これで成田賢一君の一般質問を終わります。 

 順次発言を許します。 

 １１番、西山宗弘君。 

○１１番（西山宗弘君） 

 １１番、西山宗弘です。議長のお許しをいただきましたので、一般質問させていただき

ます。 

 その前に、ちょうど１２年前、２０１１年３月１１日に起きました東日本大震災、せん

だって、３・１１なんでございますが、マグニチュード９．０、震度７という大きな災害

に見舞われまして、死者行方不明を合わせまして１２都道府県で１万５，８５９人、行方

不明者も３，０２１人と、いまだ行方不明のある、そういう状態の中で、この震災から

１２年という歳月を過ぎて、今私たちは、この災害に対する、本当にふだんからそういう
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ことに対しての準備、またそういうことをしっかりと勉強しなければならないなと思って

おります。皆さん方におかれましても、どこでどのような災害が起きるか分からない状況

の中でございます。どうぞ、町挙げてでも災害に対する対策も今後、よろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、一般質問の第１回目の人材確保、そして育成についてのお尋ねでございます

が。 

 ここに書いてありますように町職員及び教員、保育士の人材不足について何か対策や考

えはあるかというお尋ね方でございますが。今回の場合は、職員の応募の数の少ないこ

と、それから教職員については、これ全国的に全部含めて教職員も保育士の数も少ない。

これは、まあいろいろな要因があると思います。それを全て私がお尋ねしたところで答え

が出るわけではないので、今回につきましては、特にうちの町に係る部分では保育士等の

人材が不足している部分についてちょっと、これは質問というより町長に質問しても、誰

に質問しても答えが戻るような状態ではないことで、今回は提案を重きにおきまして、さ

せていただきます。 

 まず、保育士というものの定義につきましては、児童福祉法に書いてありますように、

第１８条第４項の規定にありますように、専門的知識及び技術を持って児童の保育に及ぶ

ということなんですけれども、なかなかその特殊的な技術がありながらも今まで、以前に

はこれが２０１７年には改善がされましたけど、処遇改善がなかなか、まだ地方自治体に

おいては行われてないんじゃないかなと。要するに、職づけが園長以下、あとの保育士の

処遇が全て行われてないがために給与の問題、そしてキャリアの問題等々が大きな影響を

及ぼしていると思います。これは、保育だけでなしに保護者の、要するに保護者の指導等

も含めてということでございます。 

 近隣での保育所でいろいろ話を聞いておりますが、保育園の子供たちの反応、そして保

護者が保育園の保育士に助けられたという一面についても、よい評価も受けております。

その分について、やはり給与の問題、現場で働く重要性を重視しながら、特に、町長、給

与の問題についてはベースアップも考えながら、そして現場の仕事の重きをよろしくお願

いしたいと思います。 

 それから、公共交通の分につきましては、後に同僚議員からもいろいろ挙げられており

ますようですが。やっぱり、いろいろな施策っていうのはされてますし、へそ８（はち）

バスについても、デマンドにしてもされてるんですけど、これを今やってる田園特区のよ
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うなデジタル化に進めていくことも大変いいことだと思いますが。やはりその前に、併せ

てそのネット環境についてもいろいろことを考えられて、デジタル化をやってるんですけ

ど、それにかかる費用っていうのは全て個人負担になってくる。高齢者に対する、要する

にネット環境をよくするためのスマートフォン、パソコンでの予約ができるとか、いろん

なこう書いてありますけれども、それの環境整備することによる負担、要するに吉備ケー

ブルにネットの契約をしながら精度を上げていく負担金ていうのも全て個人にかかってく

るものも含めて考えてほしいと思います。 

 以上、質問とします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、１１番、西山宗弘議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 地方自治体における職員採用試験の受験者数につきましては、ここ数年全国的に減少傾

向となっております。本町におきましても平成３０年度には４８名、令和元年度には

４５名、令和２年度には２９名、令和３年度に至っては１７名と、年々減少をしている状

況でございます。 

 募集方法につきましては、告知放送や報道関係への掲載依頼、また町公式ホームページ

の掲載あるいは県内全ての高等学校及び中四国地方の大学等への募集要項の送付を行いま

して、受験の働きかけを行なっているところでございます。 

 採用試験の在り方につきましては、募集要項の見直しなどをしっかりと行いまして、ほ

かの自治体よりも受験しやすい環境づくりがやはり必要だろうと考えています。あわせ

て、新採用職員はもとより全ての職員が吉備中央町職員として、やはり誇りと熱意と自信

を持って、魅力ある吉備中央町のまちづくりを進められる職員を育成することも重要であ

ろうと思っております。 

 次に、本町の地域公共交通につきましては、平成３０年３月に作成をいたしました吉備

中央町地域公共交通網形成計画に基づきまして、令和元年６月から岡山医療センター線の

実証運行、また令和３年１０月からは町内巡回バス、これへそ８（はち）バスでございま

すが、それの実証運行とデマンド型乗合タクシーの町内全域化を取り組んでまいりまし

た。また、本年度はデジタル田園都市国家構想事業交付金を活用いたしまして、デマンド
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型乗合タクシーにおける予約システムの運用、またバスロケーションシステムによる運行

案内等を開始したところでございます。 

 一方で多くの課題も山積をしており、新型コロナウイルス感染症による公共交通利用者

の減少や公共交通の担い手不足が深刻化しております。住民の生活を支える公共交通網を

効率的に運用し、いかに利便性と持続性を両立させるかについて、それが喫緊の、やはり

課題であり、対策を立てていかなければならないと思っております。 

 町では、昨年８月になりますが、町内の全世帯から無作為の抽出によりまして

２，０００世帯を対象に、公共交通に関するアンケート調査を実施しております。将来の

移動手段への不安、タクシー利用が煩雑といった御意見も多くあります。そのような結果

を踏まえまして、より利便性を高める公共交通施策の具現化を図るため、まちづくりと一

体となった地域公共交通計画のマスタープランである吉備中央町地域公共交通計画の策定

を今進めているところでございます。いずれにいたしましても、課題を解決するというこ

とが大事でございます。 

 この後、教育長、担当課長から詳細に、少し説明をさせていただきます。 

○議長（難波武志君） 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 １１番、西山議員の御質問にお答えいたします。 

 教員不足の現状につきましては全国的な問題となっておりまして、県、本町におきまし

ても教育活動を円滑に進めていく上での大きな課題となっております。吉備中央町の子供

たちの教育環境をよりよいものとするために、県教育委員会岡山教育事務所とともに連携

して教員確保に努めてまいりたいと考えております。特に複式学級がある学校について

は、県からの加配教員により増員を図るとともに、町独自に教員の加配に努め、担任が複

数の学年を移動しながら指導する渡り授業を解消することで、子供たちが安心して学べる

環境づくりを進めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、協定を結んでおります大学などの関係機関とも教員志望者に関する情報共有等の

連携を密にし、そして今後も引き続き必要な教員確保に努めてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（難波武志君） 

 根本子育て推進課長。 
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○子育て推進課長（根本喜代香君） 

 １１番、西山議員の御質問にお答えいたします。 

 保育士の人材不足についての部分です。 

 厚生労働省が発表した職業安定業務統計によりますと、令和４年１０月時点における保

育士の有効求人倍率は２．４９倍となっております。全職種における平均の有効求人倍率

が１．３５倍ですので、この数値と比較するととても高く、全国的に保育士が不足してい

ることがうかがえます。吉備中央町も同様の現象が起こっており、近隣市町村でも同じ状

況でございます。その原因としては、一般的に子供たちと一緒に過ごす保育時間内では業

務が終わらないケースが増えていること、大切な子供の命を預かる責任の重さ、子供の安

全を第一に考えコロナ感染対策等に細心の注意を払っていることや、保育士同士の人間関

係に加え保護者のニーズも多様化しているということが挙げられ、体力的にも精神的にも

厳しい職場であることと承知しております。 

 保育士不足を解決するために働きやすい職場の雰囲気をつくることが一番かと考えま

す。ここ数年、各園を回り、保育士一人一人と面談を実施しており、現状の確認や困り

事、要望等をヒアリングし、園や保育に関する改善、提案をまとめ、園長会等を通じ園長

へ伝えております。また、統合を機会に順次更衣室やトイレの整備も行なっていくこと

や、職員のモチベーションの低下につながらないよう意見の吸い上げをお願いするなど働

きやすい職場を目指し、改善に努めております。 

 また、保育士等の給与につきましては、令和４年３月議会で日名議員の御質問にお答え

したとおり、行政職と同じ給料表を使っております。昇給の時期も行政職と同じように昇

給しております。こういった給料表において、ここだけを上げますと職員との均衡性が取

れないという形なってることから、保育士部分のみを上げるということが難しいところ

と、担当部署よりお答えしているところでございます。 

 また、役職におきましても保育士、主任、園長しかなく、こども園として開園していく

中の課題ともいえ、役職については今後研究してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 １１番、西山宗弘君。 

○１１番（西山宗弘君） 

 再質問します。 
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 職員の増員については、今町長がお答えになった中にいろいろな分野で吉備中央町とし

てのいろいろな施策を盛り込みながら、他の市町村とは違うようなやり方っていう、誇り

と熱意っていう言葉もあったんですけど、町長、もう一つ加えて、誇りと熱意と夢を持っ

てください。夢のあるまちづくりということもうたい文句にしていただければありがたい

なという、こちらからの提案です。 

 それから、教職員については県教のほうがいろいろ骨折りをしたり、やってる状態もよ

く分かります。そして、大学との連携っていうのも、これは大切なことだと思いますし、

これから教職員の方々も同じような、今の時代の流れですから再任用の方法も、費用の問

題は教育長の配慮ではなしに今度は町長のほうの権利があると思いますけれども、再任用

の職員に対する報酬の問題も含めて、検討の中に入れていただきたいなという、これもお

願いです。 

 その中に、先ほど教育長が複式の問題、変則複式っていう言葉が出てきたんですけど

も、この今までの複式の形式っていうような人数、２学年足して何人以下と、それで今回

の変則についてはちょっと問題点が出てくるのは、やはり２年、３年、４年、５年という

ような場合に授業数というものも関連してくると思うので、子供たちに不安のないような

教育と言いながらも、学校教育の中の基本の中にある授業数であるとか、いろいろな面も

配慮しながらやっていかんと、子供たちの不安は全部取り除けないと思うし、保護者の思

いもいろいろ理解ができにくい部分っていうのがあると思います。その部分も教育行政と

しては十分に配慮しながら、教育行政のやってる、そのやり方自体に問題があるというよ

りは、今までになかったことが今後行われてくる問題については、最善の努力をしなが

ら、目的は子供たちの健全なる教育であるわけですから、教育の場所と、それから健やか

な育成を含めた、そういうことを念頭に上げながらやっていただきたいという、これも一

つのお願いでございます。後ほどコメントがあればお願いしたいと思いますが。 

 それから、保育士の問題なんですけど、今課長がいろいろ答弁してくださいまして、よ

く分かったんですけれども、要するに、２０１７年に処遇改善が行われていることが加算

されていないっていうのは自治体によって違うから、それは仕方がないんですけど、今の

言う職員との均等を図るために、給与の問題等もやられたというのは分かるんじゃけど、

提案ですよ、これも。別に何をどう、今までのことを言うんじゃなしに、これからのこと

で、今現在であれば園長、園長心得、主任さんぐらいですかね、主任さんがあるかどうか

は別として。そういうふうな、あとずうっと並びで同じ処遇であるんでなしに、要するに
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キャリアをつけるために園長、副園長、主任、例えば副主任、専門リーダー、また分野別

リーダーというような勝手な名前ですけど、要するにその子のそれぞれの分野において名

称をつけていけば、それぞれのキャリアがつきますし、報酬の段階でも上がっていくよう

な気がします。これが実現できるかどうか分かりません。これも、最終的には町長の判断

かどうか分かりませんけれども、そういう施策もこれからやっていくっていうお気持ちが

あれば、お答えしてくださればいいと思います。 

 それから、公共交通についてなんですけど、いろいろまあ、後の同僚議員の質問がある

関係上、私のとこで言えるのは、今いろいろな施策をしている中で、へそ８（はち）バス

にしても、何をするにしても新しいものに取り組んだときに、実証運行っていうのは必ず

１年間の期限を切って、よく最初に言われます。ところが、実証運行してる中に、それが

延長される、今回のへそ８（はち）にしても令和６年までですよね、実証運行が。この実

証運行の意味合いが私にはちょっとよう意味が分からんっていうんか、認識不足で分から

んのですけど、１年間の実証運行をするっていう計画を立てたら、この１年間の統計をも

ってこれからやっていくのを、実施やっていくのかどうかっていうことを定めてほしい。

必ずしも延長で実証運行、実証運行っていったら、いつになって本決まりなるのか。その

ために公共交通会議の中で一所懸命議論されたことが反映してないように思います。 

 それから、料金の問題でも、先ほど同僚議員からあったように無料化が一番、そらいい

んですけれども、経費の問題等とあったり、他の路線バスの会社のかみ合いっていうのも

あるんか知らんのですけれど、やはり町民へのサービスの一環としてこの事業を始めたん

であれば、必ず低費用、要するに無料化が一番望ましいんですけども、そういう形でやっ

ていくことと、先ほどちょっと最初に触れたように、いろいろなデジタル化にしていくこ

と自体はいいんですけど、それを発信する側の、例えば高齢者だけが使うわけじゃないん

ですけど、家のほうから発信する今のデジタル化に対する、要するに発信に伴うネット環

境の整備をする場合に、月々にかかるお金の費用って捻出されるかどうかという、これは

個人負担が全てかかるものはかかるで、そっちの勝手ですよっていう意味合いなのか、そ

れがよく分からないんです。それも含めてお答えをしていただければと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 
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 確かに職員の指導というんか気構え、夢、やりがいというのも大切な要素だと思いま

す。 

 報酬につきましては、再任用職員等につきましては若干こう、いろんな面で他市町も勘

案しながら今検討してるところでございます。 

 そして、保育士につきましては、先ほど申しましたとおり、給料表が一般職の中にあり

ます。なかなか、全体的に上げるというのが一番理想的で、そこだけ切り取ってというの

がなかなか難しい面もありますが。そうはいっても、ある程度の給与体制にしないと、や

はりこう来てくれません。その辺しっかりこう検討する必要が私はあると思います。た

だ、初任給については勝手になかなか、自治体がつつけないということも一つあります。 

 また、職階については令和６年にちょうど認定こども園に全て移行します。その時点に

おいて、やはり園児の数も変わります、職員数も１園当たりの職員数変わります。その中

でしっかりとふさわしい職階を検討していきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 石井教育長。 

○教育長（石井孝典君） 

 再質問にお答えいたします。 

 初めての複式学級になった際の、保護者の方々の御心配ということも本当によく分かり

ます。この複式学級の解消については、各児童の学年で学ぶべき内容について学び残しの

ないように、例えば国語、算数の教科の授業において、それぞれの学年に教師がついて指

導が行われるように非常勤講師を配置し、体育、音楽等の多人数が効果的な授業、こうい

ったものについては２学年一緒に授業を行うといった、いわゆるいいとこ取りをして、子

供にとって授業での学びがより有効な形となるよう、教師の配置に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（難波武志君） 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 西山議員の御質問の実証運行の件でございます。 

 確かにおっしゃられるように、実証運行ですので、いつまでもっていうわけには本来い

かないものと思ってます。今回、ここ数年新型コロナウイルスの影響もありまして、なか

なか移動の実態が見えない部分が出ております。そこらを勘案しながら、もう少し期間を
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延ばして、より現実の数字のほうを把握したいという思いから、実証運行のほうを延長し

ているとこでございます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 １１番、西山宗弘君。 

○１１番（西山宗弘君） 

 もう時間もあれなんで言いますけれども、町長、やはり夢は大切なことだと思います

し、これからやっていく職員っていうのは、やっぱりこの町を、町民のための公僕ってい

うこと、これは基本的なものなんですけど、ぜひ、よりよいまちづくりのために、よりよ

い職員の育成ということも含めてお願いしたいと思います。 

 それから、教育行政のほうで教育長のほうも、そういう形で子供たちに取り残しのない

教育っていうのは本当にありがたいことでございます。一所懸命頑張ってやっていただき

たいと思います。特に子供たちのほんまにこう、取り残しがあると後へ続かんというよう

なことがないようにお願いしたいと思います。 

 それから、保育士等の給与の関係ですけど、町長、今言われたように、そりゃ一般職の

あれは分かるんですけれど、やっぱりもともとの初任給って基本的なものを変えるわけに

いかんのんですけど、ぜひベースアップの度合いを何ぼか配慮ができる部分があるんじゃ

ないかな、町独自なものにしていきたいなと、そして保育士の数の確保をしていきたい。

数が集まりゃいいっていうものじゃないんですけれども、それだけの子育てに対する町長

の指針の中にもあったように、そのためにはやはり一番最初の段階で大事な部分でしても

らいたいなと思うのと、やっぱりそれぞれの専門職を配置してほしい。リーダーという名

前でもいいですから、そういうことを特にお願いしたいと思います。これも今のコメント

全部結構です。 

 それから、公共交通についてなんですけれども、ちょっと課長、苦言を言わせてもらい

ます。コロナ禍、コロナ禍というのがもう最近当たり前のような話になってますが、そう

いうことを言うんじゃなしに、コロナ禍はもう全国的に全ての物事に対応することなんで

す。そうじゃなしに、この公共交通の問題っていうのは町民の足の確保であり、町民への

サービス事業なんですから、コロナ禍のときじゃからこそ、やらにゃけんことがあるかも

しれんていうほうに置き換えて、ものを考えてください。何かの答えの中に、コロナ禍だ

からこうですよっていうのは、言い訳の一環であって、こっちには全然その答弁の意図と
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しては通じないです。コロナ禍がゆえに、これをするんですよっていうような言い方に、

これから考えて、考え方も変えていっていただきたいという、そういう思いがしますが、

これについてはどうですか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 西山議員の御質問です。 

 確かにコロナ禍、コロナ禍ではいけないとは思っております。今後は、だからこそ何か

いい方策をというふうな御助言でありましたので、そこら辺も踏まえて、今後生かしてい

きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 これで西山宗弘君の一般質問を終わります。 

 一般質問の途中ですが、ただいまから午後１時まで休憩します。 

            午前１１時５９分  休 憩 

            午後 １時００分  再 開 

○議長（難波武志君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 順次発言を許します。 

 １０番、渡 順子君。 

○１０番（渡 順子君） 

 １０番、渡 でございます。議長のお許しをいただきましたので、通告書に従って質問

させていただきます。質問形式は一括質問です。質問は大きく２点、動物の質問ばかりな

りますが、有害鳥獣対策について、そして地域猫についてです。 

 では、まず１点目、有害鳥獣対策についてです。 

 有害鳥獣による農作物への被害はとても大きく、農家の方々も対策を取っておられると

思いますが、それでもなお被害が出続けています。農林課でも把握されているとは思いま

すが、把握できているところでのここ数年の有害鳥獣の被害の傾向と現状と、農業者に対
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する支援、狩猟者、駆除者に対する支援はどのようになっているのか、まずお尋ねしま

す。 

 そしてまた、猟友会等で駆除や捕獲されたものは、どのようにしているのか、お尋ねし

ます。 

 加茂川地域と賀陽地域に加工場があると思いますが、これは現在どのように利用されて

いるのか。現在の利用状況、稼働状況をお聞かせください。そして、そこで解体されたも

のをどうしているのか。また、ジビエとして販売されているのであれば、販売ルートなど

はどうなっているのか、お聞かせください。肉のみではなく、副産物として革製品など取

組もあるかと思いますが、分かる範囲で構いませんので、併せてお聞かせください。 

 次に、地域猫についての質問です。 

 猫は、誰もが知っているペットとしてもなれ親しんでいるかわいい動物です。好きで飼

われている方にとってはとてもかわいがられ、家族の一員にもなっていたりします。しか

しながら、一方では飼い主のいない野良猫の被害で困っているという声をあちらこちらで

耳にします。猫の特性として、条件がそろえば１年間に４回の出産が可能であり、１回の

出産で数匹の子猫を産みます。また、その子猫も、生後半年くらいで妊娠可能な体に成長

します。そう考えると、あっという間に増えてしまいます。実際に、気がつけば飼っても

いないのに猫が庭先に来ていたり、知らない間に子猫が生まれていたり、ふん尿や臭いの

問題など、非常に迷惑されているという話です。 

 こうした問題にボランティアで地域猫活動を行なっている方や団体があります。地域猫

活動とは、地域住民が主体となり、周辺住民の合意を得た上で地域にいる野良猫の不妊去

勢手術を行い、一代限りの生を全うさせ、野良猫による被害や不幸な野良猫の数を減ら

し、人と動物が共存できる地域にしていく活動です。この活動は、簡単なようで、なかな

か大変な活動です。岡山県が実施している岡山県地域猫活動支援事業で動物愛護センター

に連れていけば、無料で手術してもらえるといっても、まず野良猫を捕獲するところが始

まり、それに伴う手続の大変さは、知ってびっくりです。ボランティア団体の方は、ほか

にも譲渡会や里親探しをしたり、野良猫で困っている人の相談に乗ったり、アドバイスを

したりしてくれています。猫が好きだからというだけで、これだけのボランティアを続け

ていけるものではないとも思います。 

 また、野良猫だけではなく、飼い猫でも問題は起こります。猫を飼い始めるにはいろい

ろな理由があると思います。飼い方にも問題があったのだとは思いますが、１匹、２匹だ
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った猫が、気がついたときには多頭飼いになってしまい、飼い主が自分でもどうしようも

ない状況、これを多頭飼育崩壊といいますが、に陥ってしまうことがあります。 

 飼い主が高齢者であり、その方に何かあった場合には、高齢者の支援は問題なくできる

と思いますが、そこに残されることになる猫については、何か方法があるのでしょうか。

例えば、ここに猫に対する支援団体の存在があれば、少なからずこの問題も解決に向けて

取り組めるのではないかとも思います。吉備中央町は、生きるものに優しいまちづくりを

推進していますが、町として地域猫活動について、また多頭飼育崩壊についてどのように

お考えか、お聞かせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、１０番、渡 順子議員の御質問にお答えいたします。 

 農作物の被害の状況でございますが。 

 こちらは、農業共済加入者の実績とはなりますが、令和２年度は被害面積が

２８．６６ヘクタールで１，１４５万４，０００円の被害額、また令和３年度は被害面積

が１４．９５ヘクタールで６５３万８，０００円、令和４年度が、１２月末の数字でござ

いますが、被害面積が８．５１ヘクタールで７４３万３，０００円となっています。しか

しながら、実際には把握できてない被害も多々ございますので、実際の被害額はもっと多

いと認識をしております。 

 また、イノシシの駆除、捕獲後の残渣等々につきましては、この後詳細に担当課長から

御説明をいたします。 

 次に、野良猫の被害についてでございますが。 

 議員が御指摘のとおり、役場に寄せられる猫に対する苦情相談や対応を求める声は、一

向に減少しておりません。動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適正に飼養する終

生飼養の責任があることを法律に定められております。猫の寿命は、長いもので１５年以

上になります。餌代や病気の予防や治療費、不妊、去勢手術の費用など多額の費用が実際

にはかかります。安易に飼うのではなく、本当に最後まで責任を持って面倒を見ることが

できるか、そのあたりをよく考えて飼わなければならないと思います。 

 他の諸問題等における取組や対応策につきましては、同じく、この後担当課長から御説
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明をいたします。 

○議長（難波武志君） 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 それでは、捕獲頭数等につきまして、私のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、捕獲頭数につきましては、主に有害獣のイノシシですが、町全体で令和２年度が

９１０頭、令和３年度が６９９頭、令和４年度の２月末現在ですが、１，０４９頭と令和

４年度は増えております。現在、防止柵や捕獲により抑制効果はあると思いますが、減少

傾向には至ってない状況であります。 

 次に、農業者に対する支援ですが、防護柵の原材料に対する補助、緩衝帯整備や超音波

式忌避装置などに対する補助、また追い払い用花火の無償配布を行なっています。 

 狩猟者、有害駆除者については、捕獲おりやくくりわなの購入補助、新規の方には狩猟

免許の取得助成、また重機、銃保管庫等の購入の助成をしております。また、捕獲した場

合の補助金について、国、県、町の規定によりお支払いをしております。 

 そして、町内の加工場のイノシシの残渣等の処理についてですが、加工場につきまして

は、どちらの加工場も狩猟者等が共同出資で経営をされております。内容をお聞きいたし

たものでございますが、イノシシについてですが、加茂川の加工場は年間約８０頭を食肉

用として、また賀陽の加工場につきましては年間４５頭をペットフードとして処理してい

るようにお聞きしております。 

 イノシシを捕獲した場合、多くの方は自家消費をされております。一部の方は加工場に

持ち込んでいるようでございます。自家消費をした場合、残渣の処理につきましては御自

分の土地へ埋却される方がほとんどでございますが、中には３０センチ程度にカットして

一般家庭ごみの袋に入れ、ごみとして出されているようにはお聞きしておりますが、なか

なかこれを、丸一頭を３０センチに切るのは大変苦慮するということもお聞きしておりま

す。 

 また、革等の再利用ということでございますが。こちらは、加茂川の道の駅円城、こち

らのほうには加茂川の加工場の方が細工をされて、キーホルダー等で販売されているのを

見かけております。牙なんかも同じように加工されて、出品されているのを見かけており

ます。 

 以上です。 
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○議長（難波武志君） 

 歳原住民課長。 

○住民課長（歳原雅則君） 

 それでは、猫の問題についてお答えいたします。 

 猫につきましては、現在、岡山県において猫の適正飼養ガイドラインといったものが作

成されており、猫の正しい飼い方や飼い主としての責務などが記されておりますので、こ

ちらを参考にしていただきたいと思います。その中には、飼い主のいない猫への対応とし

て地域猫活動が挙げられております。 

 議員さんがおっしゃられたとおり、事業の対象となるためには幾つか条件はあります

が、これが承認された場合、猫捕獲器の貸出しや不妊、去勢手術支援などを受けることが

できるとされています。こういった制度を御活用いただきたいと思いますが、まずは何を

もってしても飼い主が責任を持った飼い方をしていただくことが第一と考えます。その上

で飼い主、地域住民の方や町、県が一体となり、不幸な命、野良猫を増やさないことを目

標にしてまいりたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 １０番、渡 順子君。 

○１０番（渡 順子君） 

 有害鳥獣については被害も大きく、捕獲数に至っては減少傾向にはないということは、

それだけ農家の方々も本当に厳しい状況だと思います。いろいろな支援や助成を行なって

も、今後被害をゼロにするということはなかなか難しいことだと思います。しかしなが

ら、町としてもできるだけの対策と支援、助成をしていただきたいと思います。 

 また、加工場についてですが、共同出資で経営されているということ、また加茂川では

食肉にする、賀陽ではペットフードとして処理されているとのことですが。せっかく施設

がありますので、今後もしっかり活用、利用をしていただきたいと思います。 

 また、多くの方は、加工場を使わずに自家消費をされているとのことですが、数人の

方々からこんな話を聞きました。駆除した後、または捕獲し、解体後の残渣処分について

困ることがあるという話です。 

 今、課長のほうからも説明がありましたが、現在はそれぞれの土地に埋めていて、埋め

る作業もなかなか厳しいときもあるようです。また、ごみ袋に３０センチほどにカットし

て入れるというのもなかなかの大変さがあるのではないでしょうか。有害鳥獣の駆除、捕
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獲から解体、そしてその後の残渣処分まで、一連の流れとしての対策を行政としても何か

できることはないでしょうか。例えば、有害鳥獣の焼却場といったような施設の設置など

は無理でしょうか。少し大がかりのような気もしますし、大変だということも分かります

が、この点についていかがでしょうか。 

 地域猫活動については、答弁をお聞きしていると、町としては野良猫の問題に関して

は、まずは飼い主の飼い方の責任問題であると言われていたように聞こえました。もちろ

ん、正しい飼い方が必要です。今飼われている方、これから飼われる方には十分その辺を

理解していただいて、飼っていただきたいと思います。しかし、それだけでは、現在いろ

いろな地域で起こっているたくさんの野良猫問題の解決には至りません。実際、町に寄せ

られている苦情については、どのような対応されているのでしょうか。対応されているこ

とがあれば、具体的な対応をお聞かせください。 

 また、町のほうでも苦情に対する対応はしてくれているとしても、猫は愛護動物なの

で、行政で捕獲することはできないと思います。そこで、行政と地域猫活動をしている団

体が連携できていると、また違った対応ができるかもしれません。もちろん、地域猫活動

で野良猫問題が全て解決できるとも思ってはいません。ただ、地域猫活動の一番である避

妊、去勢手術は、少しでも野良猫を増やさない、また不幸な子猫が生まれなくなるという

効果があります。 

 また、ボランティア団体の活動としては、里親探しや譲渡会に向けての活動などもされ

ていて、誰もが簡単にできるものでありません。そういった活動するにも経費はかかりま

す。愛護センターに連れていけば無料で手術してくれるからいいというものでもないよう

な気がします。 

 瀬戸内市では地域猫活動を応援しており、動物愛護及び管理に関する法律にのっとり、

市内で捕獲した飼い主のいない猫に避妊、去勢手術を行う方に手術費の一部を補助してい

ます。 

 いろいろと言いましたが、吉備中央町も地域猫活動に向けて何か応援ができないかとい

うことです。現在、町内で地域猫活動という活動ではなく、個人で子猫の里親探しを一生

懸命してくださっている方も何人かおられます。その活動には本当に頭が下がる思いで

す。そして、今年度ボランティア団体として町内に１団体できました。岡山県内でも地域

猫活動支援団体が増加傾向にあります。今後ボランティアとしてではなく、きちんとした

支援団体として何か応援できないでしょうか。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 町としての支援についてですが。農家の皆さんの柵などでの防御と猟友会の方々の捕獲

駆除により両輪で害獣対策をしていく中で、対策についてのできるだけの支援をしていき

たいと考えております。 

 また、狩猟者支援につきましては、猟友会の有害駆除班への活動費の増額を令和４年度

に、そしてヌートリア、カラス等の小動物でありますが、捕獲補助の増額を令和５年度よ

り予定をしております。 

 残渣等の処分施設の設置についてですが。他の自治体で設置しとるとこに聞きますと、

菌による動物の死骸を分解する施設を設置しているところがあります。既存の焼却場の一

部を改造して施設設置に約２，２００万円で、１日に処理できる頭数が２頭から３頭が限

度ということで、年間のランニングコストに約１，０００万円強の処分費用がかかってい

るとお伺いしております。現状でいいますと、吉備中央町では、今のところ設置は難しい

かなと考えております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 歳原住民課長。 

○住民課長（歳原雅則君） 

 野良猫被害についての具体的な対応ですが。議員さん御指摘のとおり、猫は愛護動物に

なりますので、行政で捕獲するということはできません。しかし、御相談をいただいた際

には現地に赴き、様子を確認といったことはするようにしております。 

 野良猫が集まるところ、増えているところには何らかの原因があるケースが多く見受け

られます。例えば、野良猫にかわいそうだからと餌をやっていたり、飼い猫であっても不

妊、去勢手術をせず屋外で放し飼いにしているなど、本来の飼い方のルールに従っていな

いケースがほとんどのように思われます。こういった状況を確認した後、飼い主の方や餌

をやっている方とお話をすることができれば、飼い方の説明や助言を行なっています。ま

た、広く周知するために広報紙や告知放送などでも呼びかけています。 

 これは猫に限ったことではありませんが、全ての人が動物の飼養を好んでいるわけでは
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ないことも事実としてあります。今後も皆さんが地域で暮らしやすいよう、少しでも野良

猫が増えていかないよう、適正な飼養を心がけていただくための情報の普及啓発に努めて

まいりたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 １０番、渡 順子君。 

○１０番（渡 順子君） 

 有害鳥獣対策は、町としても重要な課題だと思います。今後も状況を見ながら、引き続

き支援や助成、補助金などしっかり取り組んでいってほしいと思います。 

 最後になりますが、やはり残渣の処分については、ほかの自治体の取組についてもお伺

いし、コストのことや、単町でするとなると本当に厳しいことは理解できます。それでも

困っていることも事実ですので、最初から無理だと決め込まずに、何かいい方法や策がな

いか、前向きに調査研究、御検討をお願いしたいと思います。 

 野良猫に対して、町も相談や苦情に対して現地確認や現状を見ていただいたり、飼い主

への助言もされているということも分かりました。たかが野良猫といっても、簡単に解決

できることばかりでもないと思います。原因があるとすれば、その原因をどのようにして

除いていったらいいのか、そこら辺も考えていく必要があると思います。それは、地域で

あったり、飼い主であったり、また町のほうでもできることはそういうふうにしていって

ほしいと思います。引き続き、飼い猫については適正な飼い方の周知や飼い主への助言、

そして不幸にも野良猫になってしまった猫に対する苦情や相談の対応もしていってほしい

と思います。 

 課長の言われましたように、猫だけに限らず犬にしても飼われる方は、やはり飼い主と

して責任を持って適正な飼い方をしていただく。これはどの動物に至っても必要なことだ

と思いますので、この辺は地域猫活動とは離れるかと思いますが、ペットにされる方は、

その責任を持って飼っていただきたいということです。 

 しかしながら、今回は地域猫活動に対して話をしていますので、なかなか大変な部分も

あると思います。しかし、飼い猫と同様に地域猫も支援をされている方がおられます。わ

ざわざに個人でされている方がしょうるんじゃとかといって言ってこられることはないか

と思いますが、本当に、そのボランティアの域を超えた活動をされている団体もあるよう

です。そういう団体には、やはり行政としても連携が取れるのであれば、連携が取れるよ

うに何か支援ができればいいなと思いますので、この辺についても、ぜひ前向きな御検討
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をお願いして、私の質問を終わります。 

○議長（難波武志君） 

 これで渡 順子君の一般質問を終わります。 

 順次発言を許します。 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 ７番、山崎誠です。議長の御指名をいただきましたので質問をさせていただきます。今

回は、大きく３つです。１つは公共交通、次いで自治会の現状と課題、それから地域の生

活基盤の確保、維持強化についてお尋ねをいたします。 

 まず、公共交通については、同僚議員も先ほどから幾つか質問があり、町長の答弁もあ

りました。２月２１日に地域公共交通会議が開かれ、民間のバス路線、町営バス、タクシ

ー関係など、公共交通の現状、利用状況、それから財政の問題、住民ニーズ、この会議で

はそういうものを総合的に検証し、全体を調整して、公共交通全体の事業計画案が練られ

れば示されるわけですけど、もう現在、町民に対する、この計画に対してパブリックコメ

ントが募集されています。私もこのパブリックコメント募集ということもあって、関係の

方に積極的に聞き取りも行いました。その意味でこの一般質問は、広い意味ではパブリッ

クコメントの一環というふうに捉えていただいてもいいかとも思います。 

 この公共交通については、本当にこの町に来て私は３０年にちょうどなりましたけど

も、大変すてきな町でよかったというふうに、もう確信を持って何回も言っておりますけ

ども、２つだけ、私は大きな宿命的な課題がある。１つが、この免許証があるうちは交通

網も舗装も非常に整備されて、岡山県の中心で岡山市にも、倉敷市にも、総社市にも、高

梁市にも出て便利がいいんですが、車に乗れなくなったときどうするかという問題があり

ます。これは、もうこの町がある限り、宿命的な課題だと思います。もう一つは、最近、

先ほども出ました町外への流出、これは今日細かく、役場の職員がどうのこうのというわ

けではありませんが、やっぱり高等教育機関がないので、ちょっとお子さんが生まれた

ら、もう高校、大学を考えて町外へ出るという方が実際に多くいらっしゃいます。この問

題も大きな課題でございますが。今日は公共交通について、免許証がなくなったときに、

ここに参集されている皆さんは免許証があって、別にそれほど大きなことは感じないかも

分かりませんが、本当に免許証がなくなったらどうするかという問題は、大きく横たわっ

ています。 
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 それでまず最初に、そのデマンドタクシーのことについてお尋ねいたします。 

 先日来といいましょうか、幾つかの公民館でデマンド型タクシーの説明会がありまし

た。ここでちょっと、聞きに行った方がみんな、これはどうなっとんといった言葉もお耳

に入ってるかも分かりませんが、町内を３つの区域に分けて、区域をまたぐことができな

いというふうに説明がありました。 

 まず最初に、この３つの区域に分けたのはどうしてなのか。これ改めて言うまでもな

く、最初は加茂川地区から始まって、賀陽域に拡大されて、賀陽域の利用率が悪いという

ようなこともあって、これがさらに利用促進ということで、この計画が再度練り直された

と思うんですけども、まず最初に、その３区域になぜ分けなければならなかったのか、理

由をお聞かせください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 ７番、山崎誠議員の御質問にお答えします。 

 町内区域を３つに分けてしたという経緯でございますが。 

 町内全域のデマンドタクシーを運行するときの計画のときに、タクシー事業者が町内

４業者ありまして、このデマンドタクシーで利用されているが３業者、今行われておりま

す。それぞれ町内の事務所の周辺エリア等がありまして、その中心的なエリアを３つに分

けて運行のほうを行なったというふうな計画を行なったという経緯でございます。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 経緯はそういうことでお聞きしましたが。この公共交通、先ほど書いてます公共交通会

議というのはもう様々な路線バスそれからタクシーの業者、利用者、それからもちろん国

交省入って様々な調整が行われて、例えばこちらがよかったらこれだけでいけるかという

たら、全体の調整が要るという非常に難しい要素をはらんでいるというのは分かってるん

ですが。この３区域に分けたときに、先ほどタクシー業者のことの説明がありましたが、

住民からすると大変これは便利が悪くて、これ私、かなりきつく、先ほど聞き取りを幾つ

かヒアリングを行なったといいますけども、強く指摘がありました。例えば一例を挙げま
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すと、大和地区、大和からこれを利用して、料金は適正とか、そう高くないと、大和から

豊野の役場に行こうと思ったら、これ使えるのかなと、そんなことしてどうするんならと

いうような、露骨なというか、非常に率直な意見も聞きました。これについて、今パブコ

メを募集しておりますけども、区域を設けたということはタクシー業者のこともあると思

うんですが、それは不可能なんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 今の公共交通会議あるいは交通のデジタル田園健康特区におきます交通ＤＸの実装プロ

ジェクトの中でもお話を、交通事業者いわゆるタクシー業者ともお話をさせていただいて

おります。その中で、タクシー事業者につきましては、現在このエリアじゃなくてはいけ

ないというふうなことは聞いておりませんし、このデマンド運行を、例えば全域どこでも

行けるとかというふうなことに対しての意見のほうは、いや、それは駄目だというふうな

反対のほうはいただいておりません。 

 事業者については以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 これについて私が聞き取った範囲では、その料金について大きな意見は出てなかったで

すが。この運行区域については、先ほど路線バスのこともありますけども、それから巡回

バスもありますけど、やっぱり利用率を上げる、住民ニーズに応えるという意味では

様々、その調整が必要だというふうなことを理解しておりますが。ぜひとも区域は限定し

ないで利用できるようにしていただきたいと、このように思います。何か答弁があるよう

ですから、どうぞ。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 先ほど申したようにタクシー事業のほうの理解もいただいておりますので、それに基づ
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きまして、令和５年度では区域全体をどういうふうに行けるか、どういうふうにバスが回

せるかというふうなものも検討していくものでございます。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 しばらくしたら、またこのパブリックコメントを集約して、公共交通会議が開かれる予

定だと聞いておりますので、本当に住民ニーズに応えるように、幾らその仕組みをつくっ

ても利用できなければ、これはもう絵に描いた餅なので、十分そこのところを勘案して、

計画を練り直すというか、つくり直していただきたいと、このように思います。 

 続いて、ふれあいタクシーの件でございます。 

 この事業は、改めて説明するまでもないかも分かりませんが、６５歳以上の高齢者、障

害者、妊産婦にタクシーを利用した場合、３分の１の助成を行なっておりますが。これ以

前何回か質問しましたが、これ町内利用に限定されていて、これデータも既に役場のほう

お持ちですが、区域によって利用率が、具体的に申しますと、上竹地区、大和地区は、ど

うしても生活圏が高梁市とか、あるいは総社になるので、一歩出たらもう町外になるん

で、なかなか利用できないと、もちろん町全体の構想では吉備高原でできるだけというふ

うなことは、そういうこと、みんなで努力していますが、一気にそういうことできない、

大きなスーパーあるわけでもなし。ということで現状を考えると、やはりその町外の利用

について、これむやみやたらにというわけにはいかんかもしれませんが、やっぱり公費を

使うので、その公費を使う限りにおいて、住民ニーズに応えた生活の最低必需について

は、町外利用を認めるべきではないかと、例えばその病院に行くとか、どうしても行かな

きゃいけない買物、こういうふうなことについて、町外の利用については今どのようにす

るか。一応町内限定から、少し考えてもいいというようなことのお話も聞いておりますけ

ども、現在の町側のお考えをお尋ねします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 今、利用者のニーズの把握につきまして、町のほうでも公共交通に関するアンケート調

査を基に、集計あるいは分析のほうを行なっております。その中で通院や買物の移動の状
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況につきましては、加茂川地域におきましては岡山市や真庭市、賀陽地域におきましては

岡山市、総社市あるいは高梁市、それぞれその地域と隣接したところへの移動ニーズが高

くなっております。この地域によって異なる移動ニーズにいかに対応するかが今課題とな

っております。このため地域の公共交通計画におきましては、タクシー助成制度の見直し

につきまして、地域や移動距離に応じて町外への移動も対象にするなど、町内の関係部課

と連携して、具体策を検討するというふうにはしておりますが、現段階では必ず町外へ行

くとか、行けないとかというふうな具体的なとこまでには、まだ至っていません。今後、

利用者が使いやすい制度が一番であると思いますので、検討のほうを重ねていきたいと思

っております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 検討されるという、執行部のいつもの答弁でございますが。本当にこれは積年の課題

で、もちろん、例えば利用する人だけが特段に、ほかの町民のいろいろな制度と比べて利

益を得るというのは、これは問題ですけども、やっぱりどうしても必要最低限のことにつ

いては、今の病院とか、買物はやるべきではないかと。これも頭を悩ませてるばかりがし

ますが、最適解がどこにあるかというのは大変難しい問題です。しかし、実際本当に、最

初冒頭申し上げたように、免許証がない人はもう、死ぬか生きるかというたらちょっと言

い過ぎかも分かりませんが、本当に喫緊の課題なんです。この点についても本当に前向き

に、ぜひとも検討をいただきたいというふうに思います。何か、さらに前向きな答弁が。

それ町外利用については、そういう本当に制度の公平性を担保しながら利用できるような

こと、ぜひとも次の公共交通会議でも示していただきたいと、このように思います。 

 それから次いで、助成割合、今の３分の１なんですが、これを、簡単に言うたら２分の

１にできないか。町の負担は１．５倍に増えますが、例えば令和４年度の予算ベースでは

３６０万円でしたけど、実際には２３０万円前後です。今回、令和５年ではちょっと予算

組みが落ちて２５８万円になってますけども、つまり利用がない、ないというか予算に比

べて少ないんですが。まず、この利用が予想したより少ないという原因は、対象人口が減

ってるのか、今町外もできないからということの内容、原因分析はやっておりますか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 
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 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 このふれあいタクシーの御利用できる方というのは６５歳以上の高齢者あるいは障害

者、妊産婦等を対象にしておるものであります。 

 人数が極端に大きく変動はしてないと思いますけど、利用者の中にはデマンドタクシー

のほうとふれあいタクシーと両方を使える方がおられます。なので、デマンドタクシーの

ほうへ行かれて、こちらのほうは使わなかったという、料金的な問題もありますので、い

うふうな形の方もあるのかなというふうには思ってるとこであります。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 今、幾つかの要因分析は、今後また公共交通会議でも示されると思うんですが。予算か

らいえば、比較するわけではないですが、デジタルのほうはものすごいお金が入ってま

す。あと５０万円とか１００万円足せば、今の２分の１助成は、私可能だと思うんです。

御存じように、これもう利用されている方は年金生活者がほとんどで、障害者の方もそう

ですけど、収入があまり多くない方が多いです。そういう意味で、財政負担がべらぼうに

増えるわけではないので、２分の１負担について、ぜひとも実現していただきたいと思い

ますが、このあたりのお考えをお答えください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 片岡総務課長。 

○総務課長（片岡昭彦君） 

 議員御指摘のとおり、利用者の負担軽減につきましては、競合する民間の路線バスとの

協議や、あるいは運行するタクシー事業者との調整等が必要になってくると思います。一

方で、岡山県内におきましても補助金の上限額を設定した上で、タクシー利用料金の半額

を補助している自治体も実際にございます。今後はそういうとこの事例を参考にしたり、

お聞きして、また町内の今のこのふれあいタクシーだけでなく、デマンドタクシーも併せ

まして、タクシー全体の在り方を研究していきたいというふうには考えておるとこです。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 
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○７番（山崎 誠君） 

 次に、他の自治体のことも言おうと思ったんですが、もうお答えしたので。いずれにし

ても、本当にこれは、全体をうまく調整しなければいけないことなので、そのために今、

公共交通会議が持たれているので、ぜひとも、その住民ニーズに寄り添って、本当に免許

のない人がこの町に住み続けられる環境はどうかということを十分吟味、検討していただ

いて、よい案を示していただきたいと、このように思います。 

 続いて、自治組織いわゆる自治会のことについてでございます。 

 先ほども同僚議員が人口のことについての推移の予測も質問されておりましたけども、

人口減少あるいは高齢化がもうこの町も進んで、集落機能の低下あるいはその、今、少し

使われなくなりましたけど、７、８年前には消滅集落ということも随分話題になりまし

た。そういうこともあって、２０１５年２月に自治組織の再編の答申というのが出まし

た。幾つかの経過的な財政措置なども入れて、自治会を少し規模を大きくしなければ、な

かなか自治会がやるべき７つ、８つ、その事業が定められておりますけど、もうできない

ということで５０世帯ぐらいが標準というか、大体目安でやろうということで取り組んで

きて８年が経過しました。その８年経過の中で、全体の人口は、８年前は１万

２，０００人余りでした、それ約２，０００人弱減りました。率にしたら１５％ぐらいで

す。高齢化率は３７．６２％から５％近く増加して４２．４１％ぐらいになっておりま

す。つまり、あの８年前から比べると、さらにその人口減少や高齢化が上がっていて、自

治会がやるべき機能というのが、なかなかやるべきことができないような人口規模になっ

ているという意味で、最初の質問ですけども、自治組織、今現在どうなっているのか。答

申当時、賀陽エリアには行政区として１０２あって、加茂川エリアには３６の自治会があ

りました。現在、その自治組織数は加茂川、賀陽それぞれ幾らずつか。そして、一番小さ

いその自治会は今何世帯、一番大きい自治会は何世帯か、併せて組織の再編過程の中でど

ういうことが課題となったのかということについてお示しをいただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 それでは、議員お尋ねの自治組織の再編について。 

 これにつきましては、自治組織については令和５年３月１日現在、賀陽エリアの組織数
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は４９組織、また加茂川エリアの組織数は２２組織となっております。町全体で組織数は

７１組織でございます。また、その中でも構成する最少世帯と最大世帯についてでござい

ますが。これは、令和４年度の自治組織運営交付金の交付状況から、最少世帯は２戸また

最大世帯は３６０戸でございます。 

 組織の再編で、またいろんな課題が見えてきました。その課題は、令和３年度に実施を

いたしました再編統合に係る自治会アンケートの調査を見てみますと、その中では組織間

のやり方や思いの相違により、活動の実行が難しいということも上げられています。ま

た、統合後の役員等人員確保が難しい、そして統合後の会合が行える施設の確保が課題で

あるというようなことが上げられております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 ちょっと改めて驚いたんですが、２戸の自治会もあるということで、例えば自治会の中

には大体、規約、規則の中で、例えば各種コミュニティー活動をしなさい、自治会内への

いろんな連絡、周知をしなさい、防火・防災活動をしなさい、町道の維持管理から環境美

化とか、いろんなことが７つほど定められておりますけども。２戸の場合、構成世帯の年

齢とか分かりませんけども、美化で例えば範囲内の集落の草刈りとか、そのようなことに

ついては、まずこれ、その自治会は可能なんでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 これ的確なことは言えませんけど、私の感覚ではなかなか厳しいだろうと、２戸で面積

は広いとこです。なかなか難しいなという思いを持ってます。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 もちろん自治会というのは、上からここをやりなさいというのが原則でなくて、下から

やっぱり、先ほど自治会再編中で課題の中にも、町長、３つ、４つ上げられておりました

けれども。それぞれ歴史があって、それからいろんな要素があるので、簡単に一緒になる
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とか、ならんとかというのは、機械的にはいかないというのはよく分かりますが、やっぱ

り町道の維持管理等々とか大変難しいと思います。 

 今のように、再編して５０戸ぐらいという目安は答申に出ましたけども、そこに向けて

それぞれの方が努力されたと思うんですが、そう簡単にいくものではないことは分かって

ます。分かっていますが、３６戸対２戸という、間にどういうのがあるか分かりません

が、ちょっとこのアンバランスについて、どのように今後していくか。それについてお考

えがあれば、お示しをいただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 最少が２戸、最大が３６０戸、これにつきましては、２戸はもともとの自治組織の方で

す。３６０につきましては、吉備高原都市内です。そのような関係もございます。いずれ

にいたしましても、５０ぐらいがどうかなというのは提案してます。やはり、自治組織が

いろんな機能をするためには、ある程度の世帯数が、私は要るだろうと考えてます。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 ２戸と３６戸の規模の違いというの、ちょっと説明分かり…… 

            （町長、「３６０戸。」の声） 

 あっ、３６０戸、分かりました。 

 これ書いてあります中央値という価がございます。中央値というのは分かりますか、中

央値というのは大体その２戸と３６０の５０戸とか６０戸とか、それ調べてないですね。

ごめんなさい。それはちょっと質問に書いてなかったので、ちょっと中央値出すのは少し

難しいので。大体５０から１００の間ぐらいが中央値にどっかにあるんだと思うんですけ

ども、そういうふうにするといろんな集落機能もある程度維持できると思います。 

 それで、次の２番目ですけども、この今の地域行事や様々なことをやられている。その

ようなその、少しお答えも今ありましたけど、この中で、この２戸と３６０の中で集落機

能を維持する。つまり、最低限の毎日の生活維持する上で、どのような課題が寄せられて

いるのでしょうか。 
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○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 答弁、ちょっと重なるとこがございますが、それぞれ自治組織の清掃であったり、いろ

んな活動が実際できないと、それから、もう一つは、役員もなかなか決めることができな

い、そして町からもいろんな方をお願いします、愛育であったり、いろんなこと、そのよ

うな方もなかなか出すことができないと、いろいろとこう課題は見えております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 質問に、次に書いてます。課題への対応です。 

 これ、なかなか悩ましい、本当に一朝一夕にこうだということの即決回答は出ないと思

うんですが。その課題解決に向けて、短期的あるいは長期的にどのようなことをしようと

いうふうに考えているのか。その施策、実際にまだ動いてなくても、そういうプランニン

グがありましたら、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 この統廃合に向けては、いろいろと助成金を打ってきました。その助成金も期限が切れ

て、終わっております。 

 １つは、私は、先進事例、統合して今までできなかったことが統合によってできたとい

ういい事例を多くお知らせする、これも１つだろうと思います。そして、よく聞くのが今

まであった促進策の助成金を、もう一度という声も聞きます。しかし、それについてはち

ょっと慎重に検討しないといけないと思っております。ただ、いずれにしても困った自治

会等々が今後ますます出てきます。まず、人口減少が進んでますので、そこを何とか自治

組織が機能するように、町としてもいろいろと知恵を絞って、当たっていきたいと思いま

す。 

            午後 １時５５分（１１番 西山宗弘君 退席） 
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○議長（難波武志君） 

 再質問の途中ですが、報告します。 

 ただいま１１番、西山宗弘君が所用のため退席をされました。 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 それでは、大きな３番目。 

 大体の自治組織の現状分かりましたので、次が今回の私の質問の中で一番お尋ねしたい

いことだったし、また取り組んでいただきたいことなんですけども、農村ＲＭＯという、

一番最後に書いてありますけども。 

 まず、地域の今、この自治会再編がさっき２戸と３６０戸とありましたけど、ある程度

中央値がどれぐらいか、５０戸から１００戸の間ではないかと思うんですが。そういうふ

うなことが、今より人口約２，０００人弱減少して、地域の中で商店も減り、それから

様々な、農協もこれが大和も統合してなくなるとか、いろんなことが言われてます。ます

ますその今の生活基盤が貧弱になってきている現状があるんですが。私が、これもう４年

ぐらい前ですか、町長が小さな拠点づくりということを強調されて、２０１９年７月に新

山地区でモデルの事業が始まりました。これは商店の運用それから通院とか、あるいはそ

の相互の地域の交流とか様々な取組がなされています。 

 私は、あそこはそのまとまりを持って、非常に活性化というか、それぞれが助け合って

元気にやっているなと思ってるんですけども。まず、その地域の活性化、新山地区が小さ

な拠点であり、一定の補助金を得て、やったこの地域づくりというか、その３年、今で

３年になりますかね、の貢献というか、この地域ぐるみでやってきたこの事業について

は、今、町はどのように評価してるでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 それでは、７番、山崎誠議員の御質問についてお答えさせていただきます。 

 新山地区での小さな拠点事業につきましては、新山地区活性化推進協議会が主体とな

り、商店の運営、高齢者等の無償送迎サービス、地域介護、予防活動支援事業の３本柱で

小さな拠点事業に取り組んでいただいております。この取組は、日常の生活に不便を感じ
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ている新山地区の住民が将来にわたり、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地区内

にある新山ほほえみセンターを拠点として、買物、通院等、生活環境の機能を充実させる

ことが目的であります。取組に当たっては、これまで地域、行政、福祉団体等での話合い

や先進地等への視察研修から商店の開店まで、地域住民自らが主体となって取り組んでい

ただいた結果であり、小さな拠点づくりの一つのモデルとなる事例であると認識をしてお

ります。 

 議員のおっしゃられるとおり、地域の活性化に大きく貢献いただいているものと考えて

おります。一方で、今後の地域の担い手などの後継者の育成等課題もございますので、持

続可能な取組となるよう、地域の皆さんと一緒になって考え、取組を進めてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 新山の事業について、もしもあの事業がなかったとしたら、これ、私は新山地区の住民

じゃないの勝手に言うのは大変失礼かと思うんですが、やっぱりもう少し分散してるとい

うふうな気がします。そういう意味で町も同じような認識をお持ちで、でも、そうはいっ

ても、だんだん高齢化していきますので担い手等の問題とか課題はありますけども、いず

れにしても、ああいう地域ぐるみのものをしなければいけないと、私は思ってるので、あ

との質問に続くんですけど。 

 よくもう僕らもしょっちゅう町長のお耳にも強い声で届いてると思いますが。大きなス

ーパーを誘致してくるとか、ちゃんとした総合病院を持ってきてくれとか言いますけど、

それはほとんど、極めて厳しいですよね、実際にやる側としては。そういうふうなその今

の世の中、例えば商店であれば、そりゃ当然、顧客の調査をして採算が合うかどうかを、

採算が合わなければ、それはもちろん、もう来ないわけで、そこをシビアに直視していく

と、地域でその基礎や拠点と言うべきかどうか、そういう事業づくり、民間でなくて地域

ぐるみで共同事業をそれぞれが少しずつ協力し合ってやるということが必要だと私は思っ

てるんですけども、何かそのあたりについて、新山の事業を通じて何かこういうふうにや

ろうということの構想をお持ちでしたら、お示ししていただきたいと思います。 

○議長（難波武志君） 
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 答弁を許します。 

 大樫企画課長。 

○企画課長（大樫隆志君） 

 今議員さんから御質問がありました構想についてですが、地域の生活基盤の維持強化に

向けては、第２次吉備中央町総合計画後期基本計画において地域生活基盤の整備として、

地域住民自らが地域を支え、活動する取組を支援し、日常生活に必要なサービス確保のた

め、生活サービス機能や地域活動の拠点としての役割を持つ小さな拠点づくりを推進する

こととしております。 

 議員のおっしゃるとおり、小さな拠点づくりを推進するためには、地域住民が主体とな

り、進めていくことが重要であると考えております。そのため、行政側からお願いではな

く、地域住民自らが地域を支え、活動する取組でないと一時的なもので終わってしまうこ

とも考えられると思っております。それぞれの地域により取り組む実情や取組内容とも異

なると思いますので、まずは取組の要望、それから検討をされているような地域等ござい

ましたら、地域の皆さんと一緒に考えながら、地域の実情に沿った支援、協力となるよう

進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 認識、高齢化する、それからしかも、１つの谷とか、１つのところにばっと集落が集ま

っているような町の形態じゃないので、やっぱり小さな拠点といいましょうかね。そうい

うことでちょっといろいろ私も、そういうことに向けて何かをしなければいけないという

ことで、いろいろ調べておりましたら、ちょっとこの通告書にも書いてあります農村ＲＭ

Ｏというんです。農水省が言ってるのはＲＭＯ、今も、これも叱られるんですね、デジタ

ルで片仮名じゃ横文字じゃ、次々使うて、おめえら何を考えとんじゃ言われるんですけど

も、農水省が言ってるのは農村型地域運営組織、ちょっと勉強したらリージョンマネジメ

ントオーガニゼーションというらしいんですけども、こういうふうなものをやっぱり活用

できないかと思うわけです。 

 というのは、鶏が先か卵が先か、つまり行政が指導して全てやるのか、ボトムアップで

下からやるのかということがあると思いますが。持続可能のためには、やっぱり地域が頑
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張らなきゃいけない。しかし、立ち上げのときの様々なノウハウとか、それから資金とか

という、その立ち上げ時について、私はこの農村ＲＭＯの事業を活用してはどうかという

ことを思っております。もう、町もお調べ、通告書出してるのでお調べと思いますが。こ

れは農水省だけではなくて内閣府、総務省、文科省、厚労省、国土交通省、様々なメニュ

ーでプランを立てたら、その事業それぞれに補助金なりをつけていろいろやるというか、

そういうふうなの農村ＲＭＯの形成推進ということをやってるようでございますが。この

事業について、まず最初にこれ、質問書一遍に書いておりますが、お調べくださってると

思うんですが、この農村ＲＭＯの事業を活用するということについては、執行部はいかが

お考えでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 それでは、農村ＲＭＯの活用についてどうするかということでございます。 

 まず、この農村型地域運営組織いわゆる農村ＲＭＯとは、議員がおっしゃられるように

複数の集落にわたる範囲を対象に、複数集落による集落協定や農業法人など、農業者が母

体とした組織や自治会、町内会、社会福祉協議会など、多様な地域関係者と連携して協議

会を設立し、用地確保、地域資源の活用、生活支援の３つの事業に取り組む組織として認

識をしております。 

 農地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて行うことから、中山間地域直接支払い

の組織などが主となって実施されている場合が多いように、調べたところあります。自治

会、福祉、子育て等の各種団体等と連携し、地域の現状把握や将来ビジョンを策定し、地

域課題を解決するための各種事業を実施する組織であります。農村地域での集落機能の低

下に伴い、地域運営組織の重要性は今まで以上に増してくることは承知しておりますが、

自治組織の在り方を見直していく必要が出てくることや、構成員の負担増、農業における

地域性の問題なども考えられますことから、現状ではまず調査研究が必要であろうと考え

ております。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 
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 実はこれ、ちょっとこの質問の後見ておりましたら、３月９日の山陽新聞に、矢掛町が

農村ＲＭＯの計画に向けて進めるということを聞きましたし、それから今、真庭市の吉地

区が多分この適用を受けてると思うんです。 

 今の課長の答弁では、足踏み程度検討を進めるというように私は受け取りました。これ

は、私は、基本的な方向が、今企画課長が答えられたように、小さな拠点という一つの町

内にモデル的なものがある。それをやっぱり足踏みじゃなく本当に前へ進めることが必要

で、この、もうお調べになってると思いますが、農村ＲＭＯは、国交省、厚労省、６つの

省で１８の施策が用意されています。この質問の中に書いてありますように、今の足踏み

的な答弁ではなくて、これは町長の御決断かもか分かりませんが、担当職員あるいは所管

課、あるいはこの１８のメニュー中にも集落支援員であるとか、地域おこし協力隊とか、

様々なメニューが用意されています。これを全体をプランニングして、やはり足踏みから

計画を、ぜひとも立案していただきたいと思うんですが。これは、町長です、町長、よろ

しくお願いします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 この農村ＲＭＯ、私もじかに農水省の職員から聞いております、いろいろと。素地とす

れば吉備中央町は、中山間の直接支払い等々があるんで、それに合致すると思います。た

だ一つは、幾ら情報提供しても、本当にそれを回転して前に進めていただくのは地域の方

なんです、幾らきれいごと言っても。その辺できちっとタッグを組んでやるんならやる

と、それから本来こういうことができる素地というのは、ある程度の自治組織の拡大が必

要だと私は思います。 

 ぜひ、大和についても本当に農協もなくなりました。先進的に、新山は先進事例、それ

はもともとの素地が新山にはありました。その関係でいいように今進んでおります。やは

りこう、中心人物も必要です、そこを動かす地元の。そういう方ともぜひ協力して、町は

もう惜しみなく情報提供はします。それから、当初の、やはり費用も新山と同じように、

私はやるべきところはやらんといけんと思ってます。ぜひ、本当にこう、町と地元でしっ

かりと将来を見据えて、何かできたらいいかなと思ってます。 

○議長（難波武志君） 
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 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 これが先ほど言った、鶏が先か卵が先か、持続するためにはもちろん地域がそれぞれの

力を少しずつ出し合ってすることが必要です。何をやるか、例えば商店をやるか、それか

ら移動の手段を確保するかとか、新山がやってるようなことですね。その様々なメニュ

ー、それから、農村型ＲＭＯでは地域資源というか、農地の保全や水路の確保とかという

ことも言われていますし、福祉関係も、非常にこう幅広いメニューをしています。そのと

きに、私は自治会が、あるいは地域の人の声がないというのでは、やっぱりどっからも始

まらんと思います。もちろんその、よく分かってます、持続するためには絶対それが必要

です。最初、卵を作っていただく。そこにやっぱり町が制度を単に紹介するだけではなく

てコーディネート、ぜひともしてほしいと思います。これは、かつて隠岐の島の海士町の

とこへ行ったんですけども、役場の職員が、上勝もそうでしたけど、先頭になって地域に

出て、いろんなことをコーディネートしています。私は、職員についても情報提供だけで

はなくて、職員もいっぱいこのデジタルのことも抱えて忙しいと思います。だから、計画

的に、あるいは戦略的に地域おこし協力隊とか、集落支援員とか、そういうことをして、

そのコーディネートすることをぜひとも考えていただかないと、新山はかなり基礎があっ

たと、基盤があったと、ほかはもうあったらできているので、そこをどうやってうまく育

成していくかというのは、やっぱり行政の役割だと思います。そこのところについてと、

計画とともにそういうふうな最初の踏み出しのコーディネートをするということについて

は、執行部はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 言われたとおり、本当に中心となるコーディネーター、何をやるんでもコーディネータ

ーがいるか、いないかで物事ができるかどうかです。そのコーディネーターをどの立場の

人がすべきかというのは、これから検討すべきです。それを、他から地域おこしのような

方で有能なコーディネーターを呼ぶのも１つ。それから、地元にはある種そういうような

力を持った方もおられます。一番いいのは、こういう方が一緒にやってくれるんが、一番

物事は、みんなのことが分かってるから進みます。今言えるのは、本当にコーディネータ
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ーです。誰が中心になって物事を一歩進めるか、それは大事だと私も認識してます。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 これ、私は本当に少し、この町に来て３０年ずっと見てきて、やっぱり移住者を呼び込

んだり、それから関係人口を増やしたり、人口増、大切です。それはそうなのかもしれま

せんが。しかし、やはり人口減少していくということも想定するならば、地域ぐるみのこ

とをやっぱりやらなきゃいけない、中・長期的にね。そうすると、さっき町長答弁された

ようにコーディネーターというか、そういうものを町がやっぱり、地域まかせではそれち

ょっとすぐには無理なので、やっぱり行政がリーダーシップを取ってもろたり、それはま

ずその農村ＲＭＯについては１８のメニューがありますが、これについて計画をぜひとも

立てていただきたい。それから、そのコーディネーターを所管する課とか、そういうもの

も決めて、中・長期的にこれにぜひとも一歩踏み出していただきたいと思いますが。最後

にその答弁をお願いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 地域を活性化するための方法、この一つは農村ＲＭＯ、それ今回言われて、これも一つ

のやり方です。これ以外にもございます。それから、ある程度のこう、よし頑張ろうと、

こういうことをやろうということが決まれば、それぞれのところへ行って、助成金等々は

もらえます。まずは、今言うたようにコーディネーターです。それはある程度こう思いが

ある地域の方、地域に思いがなかったら幾ら押しかけてもできません。その思いと行政

の、行政と一緒ですね、一緒になってやるというのは全然もうやらなければならないと思

ってます。 

○議長（難波武志君） 

 ７番、山崎誠君。 

○７番（山崎 誠君） 

 いろんなやり方、実情は違いますので、これぜひとも、住みたい町、住み続けられる町

にするような様々の方策をお互いに、地域住民も行政も考えていただきたいし、行政は豊
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富な経験とデータをお持ちなので、ぜひともそういうコーディネーター等々についても配

置をいただいたり、リードしていただきたいと思いまして、私の質問を終わります。 

○議長（難波武志君） 

 これで山崎誠君の一般質問を終わります。 

 以上で本日の一般質問を終わります。 

 これをもちまして本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれにて散会とします。 

 御苦労さまでした。 

            午後 ２時１７分  閉 議 


